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７．付議案件は次のとおり 

 

（議件番号） 

 

 

 

 

 

 

 

議案第７２号 

議案第７３号 

 

議案第７４号 

 

議案第７５号 

議案第７６号 

議案第７７号 

議案第７８号 

同 意 第 ３ 号 

同 意 第 ４ 号 

陳 情 第 ６ 号 

 

意見案第９号 

（件   名） 

会議録署名議員の指名 

会期の決定 

議長の諸般報告 

決算特別委員会決算審査報告（認定第１号） 

決算特別委員会決算審査報告（認定第２号） 

町長の一般行政報告並びに教育長の教育行政報告 

一般質問 

指定管理者の指定について（沼田町デイサービスセンター） 

沼田町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例について 

沼田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例について 

令和３年度沼田町一般会計補正予算について 

令和３年度沼田町国民健康保険特別会計補正予算ついて 

令和３年度沼田町公共下水道特別会計補正予算について 

令和３年度沼田町水道事業会計補正予算について 

固定資産評価審査委員会委員の選任について 

固定資産評価審査委員会委員の選任について 

地球温暖化、海水温上昇に伴う水産漁業被害の解明と支援策を求め

る意見書提出を求める陳情について 

地球温暖化、海水温上昇に伴う水産漁業被害の解明と支援策を求め

る意見書案について 
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開 会   午前１０時００分 

   

（開 会 宣 言） 

○議長（小峯聡議長）只今の出席議員数は１０人です。定足数に達していますので、

本日を以って招集されました令和３年第４回沼田町議会定例会を開会致します。こ

れより本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配布のとおりであります。 

   

（会議録署名議員の指名） 

○議長（小峯聡議長）日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議

員は、会議規則第１２５条の規定により、３番、久保議員、４番、高田議員を指名

致します。 

   

（会期の決定） 

○議長（小峯聡議長）日程第２、会期の決定を議題と致します。会期につきまして

は、議会運営委員会で審議されておりますので、委員長から報告願います。久保委

員長。 

 

（議会運営委員会報告 久保委員長登壇） 

○委員長（久保元宏議員）おはようございます。令和３年第４回沼田町議会定例会

の会期につきまして、議会運営委員会の審議結果を報告申し上げます。去る１２月

８日午後３時より議会運営委員と議長出席のもと、議会運営委員会を開催致しまし

た。議会事務局より今定例会の提出議案等の概要について説明を受けるとともに、

議長からの諮問事項を受けたところであります。これによりますと、今定例会に提

出された案件は、諸般報告１件、決算審査報告２件、行政報告１件、一般質問、町

長に対して８人９件、町長と重複する質問で、教育長に対して１人１件、一般議案

につきましては指定管理者の指定１件、条例の改正２件、令和３年度補正予算４件、

人事案件２件、この他閉会中に提出されました陳情５件のうち１件を上程するもの

として意見の一致をみたところであります。以上、付議案件全般について審議致し

ました結果、今定例会の会期は、本日１５日から１６日までの２日間とすることで

意見の一致をみております。以上申し上げまして、議会運営委員会の報告と致しま

す。 

○議長（小峯聡議長）委員長の報告が終わりました。お諮り致します。本定例会の

会期は委員長の報告のとおり本日から１６日までの２日間に致したいと思いますが

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（小峯聡議長）異議なしと認めます。よって、会期は本日から１６日までの

２日間に決定致しました。 

 

（諸 般 報 告） 

○議長（小峯聡議長）日程第３、議長の諸般報告については、前定例会以降の議会

の動静、例月出納検査結果報告書、指定管理者の監査結果報告書を提出致しました

のでご覧願います。 

 

（決算特別委員会決算審査報告（認定第１号）） 

○議長（小峯聡議長）日程第４、決算特別委員会決算審査報告。認定第１号を議題

と致します。委員長の報告を求めます。鵜野委員長。 

（鵜野範之委員長登壇） 

○委員長（鵜野範之委員長）それでは報告致します。委員会の決算審査報告。令和

３年第３回沼田町議会定例会において付託された案件について、審査の結果を次の

とおり会議規則第７７条の規定により報告する。 

（以下、決算審査報告書を朗読） 

○議長（小峯聡議長）委員長の報告が終わりました。本決算に対する委員長の報告

は、意見を付し認定するものです。お諮り致します。本決算は、委員長報告のとお

り認定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）異議なしと認めます。よって、本決算は委員長報告のとおり

認定することに決定しました。 

 

（決算特別委員会 決算審査報告（認定第２号）） 

○議長（小峯聡議長）日程第５、決算特別委員会決算審査報告。認定第２号を議題

と致します。委員長の報告を求めます。鵜野委員長。 

（鵜野範之委員長 登壇） 

○委員長（鵜野範之委員長）委員会の決算審査報告。令和３年第３回沼田町議会定

例会において付託された案件について、審査の結果を次のとおり会議規則第７７条

の規定により報告する。 

（以下、決算審査報告書を朗読） 

○議長（小峯聡議長）委員長の報告が終わりました。本決算に対する委員長の報告

は、意見を付し認定するものです。お諮り致します。本決算は、委員長報告のとお

り認定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（小峯聡議長）異議なしと認めます。よって、本決算は委員長報告のとおり

認定することに決定しました。 

 

（町長の一般行政報告並びに教育長の教育行政報告） 

○議長（小峯聡議長）日程第６、町長の一般行政報告並びに教育長の教育行政報告

を議題と致します。始めに町長。 

（横山町長 登壇） 

○町長（横山茂町長）おはようございます。本日ここに第４回定例会を招集したと

ころ全議員の参加を頂き、開催できます事に心から御礼を申し上げます。それでは

一般行政報告を述べさせて頂きます。 

（以下、町政執行方針を朗読） 

○議長（小峯聡議長）次に教育長。 

（吉田教育長 登壇） 

○教育長（吉田憲司教育長）続きまして、教育行政報告を行います。 

（以下、教育行政執行方針を朗読） 

○議長（小峯聡議長）以上で、行政報告を終わります。ここで暫時休憩と致します。

再開は午後１時と致します。議員皆さんは１１時０５分より、全員協議会を開きま

すので、議員控え室にお集まり下さい。 

午前１０時５２分 休憩 

 

午後 １時００分 再開 

（ 一 般 質 問 ） 

○議長（小峯聡議長）再開致します。日程第７、一般質問を行います。 通告順に発

言を許します。６番、伊藤議員。ＩＣＴ教育の家計負担を軽減する支援をについて

質問して下さい。  

○６番（伊藤淳議員）はい。議長。 

○議長（小峯聡議長）はい。伊藤議員。 

○６番（伊藤淳議員）はい。６番伊藤です。よろしくお願い致します。私からはＩ

ＣＴ教育の家計負担を軽減する支援をということで質問させていただきます。 来年

のですね、高校 1 年生から１人１台のパソコン導入が進められます。これはですね、

現在進めているＧＩＧＡスクール構想による小中学校での整備を受けてですね、高

校でもＩＣＴ教育を途切れることなく実現するための取り組みであります。 私もこ

の複雑化する情報化社会やでデジタル化に対応するためにもですね、子供達に対し

ては必要だというふうに思ってございます。 道教委ではですね、道立高校において

ＢＹＯＤ、個人が所有する端末を学校で利用することによる学習を進めるべく、現
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在のですね、中学校３年生の保護者に今お示ししておりますパンフレットを配布し、

周知をしているところでございます。このパンフレットでございますけれども、こ

こにも示されておりますけれども、ここの道立高校ではこれまで生徒個人が専有し

てる教科書、電子教材に対する経費を私負担としており、今後のＩＣＴ活用教育で

各生徒が専有して、学校や家庭でも保持することについても私費負担を基本とする

予定ですと示しているところでございます。 端末についてはですね、恐らくパソコ

ンが主流になるかとは思いますけれども、一部貸し出し等もあるということでござ

いますけれども、数も限られている。殆どが私費負担を基本とするということの内

容であります。小中学校で導入しましたタブレットは、国が４万５千円を上限とし

て、端末の整備を支援しており、不足分はですね、自治体によって異なりますけれ

ども、コロナ関連対応交付金、これらをですね、活用して、保護者の負担をなくし

ております。今の整備状況、全国の整備状況でありますけれども、小中学校におい

ては、今年度の８月の資料でありますが、９６パーセントが整備済みとなっている

状況だそうでございます。 高校におけるパソコンなどの導入はですね、保護者にと

って１０万円前後の高額な負担とですね、なる見込みになっておりますけれども、

次の資料を見て頂くとわかるんですが 

【伊藤議員 テレビモニターに資料を映す】 

都道府県によってはですね、設置者が負担をしたり、補助制度を設けていたりです

ね、それから保護者負担を原則としていたりと、対応がバラバラだということでご

ざいます。で、北海道はどうなのかということでありますけれども、棒グラフであ

りますけれども、これ３月の資料でありまして、最新ではですね８月の資料がござ

います。 今３月の資料ではですね、設置者負担が１６自治体となっておりますけれ

ども、８月の資料では１８自治体、保護者負担がですね、２１自治体という資料、

文科省の資料でございました。まあこれを見てもですね、半々ぐらいの形の中で、

４７都道府県の中で、まだ方向性を検討しているところもございますけれども、対

応がそれぞれ違うということでございます。このＧＩＧＡスクールっていうものは、

国が進めているものでありまして、その住む地域によってですね、保護者の負担に

違いがあるということでございます。これはですね家庭の収入によって距離格差が

ですね、あるというふうに、社会問題になっておりますけれども、都道府県の財政

の考え方ですとか、あり方で教育格差が発生してるんではないかなというふうに私

は思うところであります。 高等教育はですね、義務教育ではないとはいえですね、

不公平感を感じるところでございます。 またＧＩＧＡスクール構想ではですね、家

庭に安定した通信環境を求めながら、通信料は保護者に負担を求めております。休

校時、例えばそのコロナの関係で休校になるだとか、災害時等々あるかと思います

けれども、休校等々のですね、学校運営経費をですね、家庭の家計に委ねてるとい
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うようなことも感じておりますので、３点ほどですね、質問をさせていただきたい

と思います。１つ目でありますけれども、道教委はですね、２０２２年度の高校１

年生が利用する端末の負担を保護者の負担としておりますけれども、その考えにで

すね、変わりはないのか。或いは補助制度等の考えはないのか教育長にお伺いを致

します。２つ目でございますけれども、ＧＩＧＡスクール構想はですね、先ほど申

した通り国が推し進めている事業であります。高等教育といえども保護者負担を半

強制的に押し付けるということはあってはならないというふうに思いますけれども、

町として国や道に、これは道がメインになるかと思いますけれども、負担を求める

ことが必要と考えますが、町長のお考えを伺いたいと思います。併せてですけれど

も、この構想はですね、小中学校の全てに関わる家庭の通信環境に至ってもですね、

オンライン授業などに耐えうる高速通信を求めております。それに合わせて家計の

負担も大きくなっているかと思いますけれども、沼田町はですね、本定例会にも上

程されておりますけれども、子育て世帯の臨時特別給付金など、子育て世帯にです

ね、寄り添った政策事業を行って、保護者もですね、沼田町で子育てをしてて良か

ったというふうに感じてもらえている。このことがですね、移住定住にも繋がって

るのではないかなっていうふうにも思っているとこではありますけれども、例えば

今の話のお答えの中で、国や道の支援がないとすれば、町としてこれから高校生が

利用する端末ですとか、子育てを行う家庭への通信料の補助制度、そんなものを行

いながら支援することできないか併せて町長にお伺いを致します。 ３つ目ではあり

ますけれども、インターネット環境がない家庭にですね、今教育委員会の方からモ

バイルルーターの貸し出しを行うということでございますけれども、貸し出しは行

うが、通信料は家庭の負担であるという内容かと思います。現在は対象者がいない

というようなことも伺っておりますけれども、今後の対応として就学援助を受けて

いる家庭にはこの通信料を就学援助制度に加えて免除することはできないか教育長

にお伺いしたいと思いますのでよろしくお願い致します。 

○教育長（吉田憲司教育長）はい。議長。 

○議長（小峯聡議長）はい。教育長。 

○教育長（吉田憲司教育長）ご質問の１番目と３番目につきまして、私の方から回

答させていただきたいと思います。今伊藤議員さんが言われたような内容と同じに

なるかもしれませんけども、現在ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けて、文部科学

省では小中学校のみならず、高等学校においてもＩＣＴ環境が急務であり、１人台

端末環境を実現することが望まれております。学習用コンピューター整備につきま

しては、学校管理者、道立高校は北海道ですけれども、一般財源や新型コロナウイ

ルス感染症対策地方創生臨時交付金等の財源で調達する取り組みや、個人の端末持

ち込み、ＢＹＯＤですけれども、を進めようとする取り組みなどで様々でありまし
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て、先ほど伊藤議員が言われましたように、今年の８月末現在で、４７都道府県の

うち３９の都道府県が、全部の都道府県が整備をする方向で考えており、うち、１

８の府県が設置者負担、そして２１の都道府県が原則保護者負担、残り８件がどち

らにするか今検討中であるということで報告がなされております。北海道の考え方

ですけれども、保護者負担を原則という考え方でありまして、過日、進路指導の際

に、リーフレットの配布や進路だよりを配布して、保護者への周知を図っていると

ころであります。道教委と致しましては、高校教育は教科書や電子辞書等の教材の

経費は、これまでも私費負担となっていることなどの理由から、経済的な事情によ

り、端末の所有が困難な生徒への配慮を講じた上で、令和４年度の新高校 1 年生か

ら生徒個人所有の端末を学校に持ち込む方法により実施することというふうになっ

ております。生徒が使用する端末をどのように利用するかは、学校ごとに決められ

るようでありまして、機種を学校で選定するのかそうでないのかは学校の判断のよ

うであります。全国都道府県の組織からは、国の負担において整備をされるよう要

望が上がっていると聞いておりますけれども、以上のことから、道と致しましては

現在のところ補助制度の考えはないということでありました。次に３番目の質問で

ございますけれども、現在では小中学生のいるご家庭に確認をいたしましたところ、

全保護世帯でＷｉ－Ｆｉ等の通信環境が整っている状況であり、今のところはモバ

イルルーターの貸し出しを希望されているケースはございませんけれども、今後オ

ンライン授業が必要になった場合、就学援助を受けるご家庭で通信費助成を希望さ

れることもあるかもしれませんので、他の自治体の状況を勘案しながら、確認した

上で検討していきたいというふうに考えております。以上でございます。 

○町長（横山茂町長）はい。議長。 

○議長（小峯聡議長）はい。町長。 

○町長（横山茂町長）はい。私から２点目の質問にお答えをしたいというふうに思

いますが、ＧＩＧＡスクールということでですね、これからの人材に求められるも

のはその情報活用能力、或いはコミュニケーション力ですね、まあこれがその道立

高校における１人１台端末の取り組みがそれを実現するための環境を作ることであ

るというふうに認識をしております。国や道がですね、人材を育成していくために

責務を負うべきものだろうというふうに私は考えているところであります。 特にで

すね、沼田町は地元に高校がない、そんな町でありますんでね、保護者の経済的な

負担が地元の高校に通学する家庭よりは必然的に経済的に負担が大きくなっており

ますんでね、このことを鑑みて、国や道に負担をね、求めることについては伊藤議

員と同じように、同じような思いで、この点については要請をしてまいりたいとい

うふうに思います。で、国や道の支援がない場合のということで質問でありました

が、今ほど教育長からも答弁もありましたが、各高校によってですね、取り扱いが
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まちまちであるというそんな状況でもありますので、この点は情報収集をしながら

対応策を検討してまいりたいというふうに考えます。以上です。 

○６番（伊藤淳議員）はい。議長。 

○議長（小峯聡議長）はい。伊藤議員。 

○６番（伊藤淳議員）はい。ありがとうございます。国や道にも要請をしていただ

けるというお話でございましたし、あの、ではあるんですけれども、まあ学校によ

って取り扱いは違うというお話、まあその通りだと思います。おそらく学校によっ

てその端末等々はですね、使いやすいものを選択してそれらを保護者が購入すると

いうような形になろうかと思いますけれども、これはあの来年の４月からもう近々

にですね、準備をしなきゃいけないというものでございます。例えばの例ではあり

ますけれども、東京都、これは都でありますけれども、１人１台端末の購入に補助

制度を設ける方針を示しているという中で、保護者負担をですね、一律３万円にす

るという内容でございます。まあ多子世帯にはさらにですね、負担金額を１万５，

０００円まで減額するということでございますけれども、それぞれ自治体、まあそ

ういった都道府県によっても財政状況違うわけでありますから、金額等々はそれぞ

れによって補助するところは変わってくるかと思いますけれども、例えばですね、

その購入した領収書等々を持ってきていただきながら、それらの中から一定額を補

助するというようなこともできるかなというような思いはするわけですけれども、

最初にあの言いました通り、時間的余裕がですね、それほどないという中では町長

のお考えをですね、改めて伺いたいと思いますけれども如何でしょうか。 

○町長（横山茂町長）はい。 

○議長（小峯聡議長）はい。町長。 

○町長（横山茂町長）事情は十二分わかります。がですね、この点については、学

校ばかりでもなくてね、各地域、自治体のね、意向なども踏まえて調整をし、確認

をし、検討させていただきたいと思いますます。以上です。 

○６番（伊藤淳議員）終わります。 

 

○議長（小峯聡議長）はい。それでは続いて議席番号１番、鵜野議員。沼田町産商

品のコマーシャル・販路拡大事業は効果的なのかについて質問して下さい。 

○１番（鵜野範之議員）はい。議長。 

○議長（小峯聡議長）はい。鵜野議員。 

○１番（鵜野範之議員）私の方から沼田町産商品のコマーシャル・販路拡大事業に

ついて質問させていただきたいと思います。今年の沼田町、沼田農業については、

町長の報告だとか、課長の報告、全員協議会の中の報告で、その非常に厳しいとい

う内容だったんですけれども、それを改めて、傍聴者の方もいらっしゃるんで、ち
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ょっとダブることになるかもしれないんですけども、その内容から入って 質問させ

ていただきたいと思うんですけれども、今年の沼田町の農業は米の作況指数が１０

８と、大豊作となったわけですけれども、ファクトリーの出荷数は２５，５４０俵

と聞いております。それで、単収にしますとこれ販売数量なんですけども、１０．

５俵ぐらいということで、非常に大きな大豊作だったんですけれども、ただ単価に

ついては、仮渡金価格で昨年よりななつぼしで２，２００円、それから元年産と比

べると３，０００円以上の値下がりになっていると。で、昨年ベースの単収で考え

ると１０アールあたり２２，０００円の、１０アールあたり減収になってくのかな

と。で、今年度の作付け面積が２，４３４ヘクタールということで、これを掛け算

すると、課長の方から概ね水田では４億なんぼって言ってたんですけども、これ単

純に計算すると、５億３，５５０万円の減収、水田でそれぐらいになるのかなとい

うふうに思いますし、また畑作においても干ばつによる減収となり、３町合わせて

現時点で昨年の組勘残高、現時点残高と比べると１１億円の減になっているという

ことになっております。聞いております。またそれに伴う資金調達としてセーフテ

ィネット資金の申し込み件数、これは沼田の件数ですけれども、６７件５０パーセ

ント、農家戸数の５０パーセントが４億１，０００万円の借り入れ申し込みをして

います。そのあと昨日ですけれども、またさらにこれとは別の資金対応しますとい

うことで申し出を待ってるということで、非常にあの豊作でありながら厳しい状況

になった１年じゃないかなというふうに思っております。そういった意味では、今

まで町を含めながら、沼田町産物をこうＰＲしながら有利販売してくっていうよう

な事業ついては大きな期待をしているわけですけれども、したら現時点、これから

どういうふうなのかっていうことで質問させていただきたいとも思うんですけれど

も、今年は首都圏アンテナショップ設置事業ということで５６０万円、これについ

ても先ほど町長の中にあったんですけれども、この内容についても少しどういうよ

うなことをやって、その効果がどうなってるのかっていうことをお聞きしたいのと、

それから中山間事業を使いながら農産物の販売事業、これ６１５万円という事業が

行われてますけれども、これらについてでも現地点での事業内容とその効果がどう

いうふうに今なってるのかということの確認をさせていただきたいと思います。そ

れから、沼田町産の商品ということでは、町内の商店街ででも色んな商品として販

売してもらってるんですけども、この話必ず出るときに、雪中米どこに売ってるの、

これはどこに売ってんの、レタスどこに売ってるのっていうような中の話っていう

のが今までずっとこう来たわけですけども、現状今どこに行けばどういうふうに売

ってるのか、雪中米買いたいんだけども売ってないだとか、そういうようなことの、

やっぱり町民的に、利用者的に見ると、やっぱり買ってもらうような、買ってもら

えるような体制づくりっていうのもコマーシャルっていう意味では大切なのかなと
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いうふうに思っておりますので、これについては今現状、全部マルシェで買えるの

か、それとも雪中米はお米屋さん行って買わなきゃならないのか、レタスはどこに

売ってるのかっていうことの把握はどのようにされてるのかっていうこのまず２点

についてお伺いしたいと思います。 

○町長（横山茂町長）はい。 

○議長（小峯聡議長）はい。町長。 

○町長（横山茂町長）はい。それでは今ほどのご質問にお答えをしたいというふう

に思いますが、まず１点目ですね、今現在やっている事業内容のその効果等々につ

いてでありますけども、中山間事業については私から言うまでもなく皆さんの方が

ご存知かというふうに思いますけども、共同取り組みとしてのね、農地法面の点検、

水路・農道の草刈り、それから農道補修、或いは病害虫防除等の他に協議会の事業

としてですね、都市との交流、それから担い手育成、土壌診断、或いはスマート農

業の推進と併せて雪中米のＰＲ、雪中米を始めとする農産物のＰＲについて取り組

んでいただいているところであります。まずはその首都圏アンテナショップ設置事

業についてでありますけども、本町と農産物の認知度及びブランド力向上による販

路を拡大、それから返礼品の大半を雪中米が占めるふるさと納税のＰＲを通して、

新たな関係人口或いは創出拡大にも寄与するものとして、本年度新たに取り組んで

いるものでございます。雪中米は町内産農産物の加工品を知っていただき、興味を

示してくれた方、或いはキャンペーン等で１度は購入してくれた方がいかに継続購

入していただけるか、そういう形にできるか、その数を増やしていくことが重要で

あるというふうに認識をして、対面販売、或いはＰＲを入口としてですね、顧客情

報を集積することにより購入の継続性とファン作りを行うと共にですね、ＥＣサイ

トを活用して、いつでも買える環境づくりの構築も目指しているところであります。

それからですね、アンテナショップでは雪中米やトマトジュースなどの加工品、加

工場製品、或いは本町産農産物を原料とした加工商品なども販売しておりましてで

すね、本事業をきっかけに新たな企業からですね、顧向けキャンペーンに雪中米を

採用いただけるという話もいただいてるというふうに聞いています。またＳＮＳを

活用した情報発信にも力を入れておりまして、約１１０人のインフルエンサー、い

わゆるインターネット上で大きな影響力を持つ人と連携してですね、雪中米を広く

ＰＲすることにも取り組み中でありまして、総フォロワー数約３００万人、１番フ

ォロワー数の多い方で３４万人と確認しております。これらの事業についてはです

ね、何人、或いは何万人を超えたからという目標達成というものではなくて、本町

農業の基幹作物である水稲を取り巻く状況は非常に厳しい状況に直面をしておりま

すんで、農業者の皆さんが苦労し、丹精込めて作られた雪中米を始めとする農産物

の認知度向上、ブランド化に向けてですね、当面、集中的に対策を行っていくこと
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が重要というふうに考えているとこであります。それから２点目の買い手が不便で

ないかという点についてのご質問ですが、町の特産品の購入にあたっては、ダ・マ

ルシェか或いは観光物産サービスセンター、いわゆる観光協会ですね。のセンター

のどちらかで取り扱いを行っておりまして、まちなかほっとタウン１箇所で全ての

商品を購入することができます。それからトマトジュースやケチャップ、或いは雪

なごりにあってはですね、商工会の加盟店９店舗で購入することができることから、

消費者が不便を感じる店舗数ではないというふうに考えておりますが、店舗によっ

てはこれら特産品を取り扱っていることが知られていないという面もあるかもしれ

ませんので、この点については商工会とも連携を図りながらですね、取り扱い店舗

の宣伝強化に努めてまいりたいというふうに思います。なお、特産品のうち、雪中

米に関しては、常に美味しいお米を提供するため、本町の店舗に限ってはですね、

発注を受けてから精米を行う今摺り米よるこだわりを持って販売していることから、

店頭には並べず予約販売の手法をとっているところでありますけど、お米を購入し

たい時にですね、雪中米がすぐ買えないというジレンマがありますので、精米日を

考慮しつつ、その場ですぐ購入できるようなそんな対応も検討してまいりたいとい

うに考えております。以上です。 

○１番（鵜野範之議員）はい。議長。 

○議長（小峯聡議長）はい。鵜野議員。 

○１番（鵜野範之議員）まずは１つ目の首都圏のアンテナショップ事業については

今年度始まったばっかりなんで、中々効果がどうかっていうよう時期じゃないと思

うんで、非常に期待をしていますんで、どうかこの予算に見合った以上の効果をあ

げてもらいたいなというふうに思います。それから中山間事業なんですけれども、

販売事業やってるんですけども、中山間事業の今先ほど町長が言いましたけれども、

基本的には中山間事業っていうのは、平地じゃなくて、傾斜地だとかそういう作付

け不利地の中で、それを平地と同じように生産したり、所得を上げるためにどう所

得を上げてくかその穴埋めをしていく事業であって、その中で全体の中で使える事

業もあって、ただ全体の中で何を事業してもいいんですけれども、基本はやっぱり

所得を上げるっていう事業の方針がなくなってしまうと、中々その事業効果の意味

がなくなってしまうのかなというふうにも思うんで、これについてでも色んな事業

を含んでいるわけですけれども、やはりそこに中山間で大変困ってるところの地帯

の生産者が所得が上がるような政策をしていかなきゃならないのかなというふうに

思っております。それで、この事業を使って今年度やっている事業としてこの雪中

米のこのポスターを使って 

【鵜野議員 テレビモニターに資料を映す】 
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京浜線にこれを貼ってＰＲしたということを聞いてるんですけども、この雪中米を

東京でこのコマーシャルを打つっていうことは東京でこの雪中米が買えるのか買え

ないのか、どうしたらいいのかって言うと、どう見ててでもこれは沼田町のイメー

ジポスターっていうか、雪中米をこのふるさと納税で買いませんかというようなポ

スターなのかなというふうに私は感じたわけですし、この中山間の役員の方にこの

お金どういうふうに使われてるかわかってるのっていう話をした時に、このポスタ

ー見て雪中米のＰＲポスター作って雪中米を高く売ってもらうためだっていうよう

な感覚なんですよね、でもこのポスターを見るからには雪中米はそこで買えるわけ

でないですし、買いたいんだったらふるさと納税につないでくださいというような

内容なのかな、どこか柱がちょっとずれてしまっているのかなというような私はこ

のポスターを見て感じております。それで、ふるさと納税とその雪中米の付加価値、

当然これポスター作って売れればいいっていうものでないですし、そこに付加価値

がどういうふうに付くのか、それが生産者にどういうふうにプラスになってくのか

っていうことをある程度こうちょっとまとめさしてもらったんですけども、この関

係っていうのは、例えば今年の米、先ほど説明しましたけども、２５万５，４００

俵、１万５，０００トンあるんですけども、まあ昨年ベースでいうと２４万８，０

００俵なんですけども、これらの米っていうのは、農家は全部ＪＡに販売をし、で、

集荷をして、ホクレンがその米を売ってるんですよね。で、その沼田全体の米の、

ここのＪＡに集荷する割合は概ね全体の９８パーセントから９９パーセント。もう

ほぼＪＡに販売を任せてるというようなスタイルですし、ほぼ全部売ってくれてる

んですけども、まあこのコマーシャルはホクレン通じながらまあマツコデラックス

を使って売ったりなんかしているんですけれども、幸い沼田町の米は全て昨年の米

についても今年度の米についても契約済みで完売であるというようなことを聞いて

おります。因みに北海道では昨年の持ち越し在庫が５万９，０００トン持ち越しし

ているということなんですけれども、沼田町の米についてはホクレン通じながら全

量ないということも聞いてます。で、そのうち産地指定っていう米の扱い方がある

んですけれども、沼田町全体の中の産地指定ということで、生協に産地指定されて

いる米が２万５,０００俵ほどあるそうです。これは沼田町全体の生産量の１０分の

１の取り扱いということで、１割が生協で扱ってもらってる。で、これは雪中米な

のかっていうと産地指定なんで沼田町産っていうような販売をしてもらってますし、

この今までのこの雪中米のＰＲがこうなったのか、だと思うんですけれども、この

取扱量は全道で１位だそうです。それでこのふるさと納税と雪中米でのホクレンか

らの、もし、何て言うんですか、雪中米を今ふるさと納税で使ってる量はその全体

の中の昨年で１，７００俵ぐらいったか、ＪＡのほうから聞いてるんですけれども、

その数量っていうのは０．６パーセント。この０．６パーセントに雪中米、ふるさ
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と納税の雪中米に付加価値をつけて販売できるのかっていうようなことだと思うん

ですよね。このポスターで有利販売をするんだったら。それであの雪中米でなくて

でも、例えばこの雪中米として売るにはまためんどくさいんですけれども、ホクレ

ンから買い戻ししなくちゃならないんですよ。で、ホクレンから買い戻しして、そ

れに例えば普通の米が１０キロ４，０００円だとするんだったら、４，５００円な

のか５，０００円で売らなかったらそこに付加価値はつきませんし、例えホクレン

が沼田の米は美味しいですからということで、売ったにしても全道共計、それから

やっぱＪＡの中でいうと３町共計の中で結局は同じ金額にしかならないというよう

なのが現実です。まあそういったことで、これに付加価値をつけるとしたら町長は

この、こういった雪中米の売り込み方をどういうふうにしていくことが今の宣伝効

果に繋がってくのかっていうことをまず１点。それから町内での販売、これについ

ても先ほど物産センターに行けば、マルシェと物産センター、まあ一緒なんだけど、

買う方としてはね、やっぱり同じレジで１発で買いたいっていう声はあるんですよ

ね。買い物しました、出るときにまた奥の物産センターに行ってトマトジュース買

います、何買いますっていうスタイルよりは何とかそれが１つにならないかと。こ

れは色んな企業の事情であって、買い手の事情じゃないんで、なるべくそういった

ことが 1 つでできるような方法がないのかっていうことを考えてもらいたいのと、

あとは米ですよね、やっぱりあのいつまででもあの雪中米が欲しいんだけれど、ど

こへ行けばいい、マルシェに売ってるのかな、久保商店に行けば売ってるのかな、

かなしかずっと言えない状態っていうのはやっぱり沼田が雪中米でこれだけのコマ

ーシャル打つんであればやっぱりある程度常時買えるような状態が必要なのかなと

いうふうに感じております。今年沼田町産品味わい巡り事業もやってますし、昨年

はコロナ対策の中で米を町民に配る事業やりましたよね。最初どうなのかなという

ような気持ちで見てたんですけれども、意外とこう町民にも受けがよく、また、あ

とは周り町村にもすごいねとか、周り町さんのあの人たちも沼田さんすごいですよ

ねっていう話は聞いてます。ていうのは配られたからでなくて沼田町の物が食べら

れるっていうか、中々町民ででも雪中米は食べたくてもどこに売ってるかわかんな

いし、そういうことっていうのはやっぱり地元の中からきちっと地元の物を食べて

もらうことが１番のコマーシャルだと思うし、それが１番町民にとって嬉しいこと

なのかなというふうに思います。そんなことも含めてこの２点について町長にお伺

いしたいと思います。 

○町長（横山茂町長）はい。議長。 

○議長（小峯聡議長）はい。町長。 

○町長（横山茂町長）はい。なんかたくさん質問あったんでね、最初の方忘れちゃ

いましたけど。１つは雪中米をどうやって付加価値つけるのかっていうそんな質問
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でよかったですか。よろしいですか。はい。先程のチラシの件で言いますとですね、

反省しなきゃいけないことは多々あったのかなというふうに思います。まあ正直専

門家の方からもちょっと色々とご意見をいただきましてね、地元の視点といわゆる

消費者、お客様の視点っていうのがやっぱし違う部分があるのかなっていう、いわ

ゆるその消費者から見るとその興味を引くコンテンツがちょっと欠けてる部分があ

るあるかもしれない、そんな話もありました。ですので、今そのまさに今年スター

トしてるアンテナショップ事業ですね、そのことを踏まえて、反省をしつつ、とか

くその町外の方が雪中米って何かっていうことを全く分かっていない。いわゆる認

知度っていうかね、知名度もやっぱし低いというのもやはり反省しなきゃいけない

のかなっていうふうにも思ってます。ですので、いかにして認知度、知名度を上げ

ていくそのことと、それから、我々としてはやっぱり窓口としてはそのふるさと納

税に繋げていくことがやはり最大的な効果を生み出せるというふうには思ってます

のでね、その町の知名度、それから魅力、それからその他にもその雪中米以外の魅

力的な商品があることをその発信をして、全体的に、町の全体をやはり上げる、知

名度を上げるっていうそういう感覚で取り組んでいくことが次に繋がるんだろうと

いうふうに思っております。そのことによってその全く知らない方々が沼田町に興

味を持っていただいて、いかに繋げられるかっていうその環境をとかく今対応して

いくことが先決なんだろうなというふうに思っておりますので、この点はまた色々

と、色んな視点でまたご指導いただければというふうに思います。それから２点目、

まあできれば町の産品を同一レジで対応できないかというようなことと併せて、ま

あ常時地元で地元の人が食べられるようなそんな場所についても考えるべきだとい

うことでありましたんでね、このことについては先方とも調整をしなければいけな

いのでね、スーパーの方で対応できるのか、物産センターの方で対応できるのかち

ょっとそこら辺については調整をさせていただきたいというふうに思います。以上

です。 

○１番（鵜野範之議員）はい。議長。 

○議長（小峯聡議長）はい。鵜野議員。 

○１番（鵜野範之議員）まず雪中米についてはやっぱり沼田町農産物の柱っていう

か、看板なんで、コマーシャルを含めながら今後継続していかなきゃならないと思

いますし、町長の答弁で言いますと、沼田町の魅力っていうかイメージアイテムの

わけなのかなというような気持でいるんですけれども、基本的にはもし付加価値を

つけるとしたら、どうしたらいいかってこと若干考えてたんで、聞いてもらいたい

と思います。例えばふるさと納税の雪中米で商品の付加価値を付けるとするんであ

れば、今１０キロの雪中米の納税額をもらって、１万３，０００円の商品、１万３，

０００円で１０キロの商品を送ってるわけですけども、これを１万４，０００円の
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寄附額にすることで、概ね付加価値は６０キロで５，０００円ぐらいの付加価値が

付いてくるのかなというふうに思います。それを直接農家に返すために、返し方は

色々あるのかもしれないけども、それだけの付加価値が６０キロだと大体５，００

０円ぐらいの付加負荷が付いてきます。それを昨年より若干多く利用したとして２，

０００俵、２，０００俵が利用されたとしたら、１，０００万円の商品の付加価値

が付いてくると。で、これをどういうふうにずっとするかって考えた時に、ゆめぴ

りかだと沼田町全体で５万俵です。となってくると１俵あたり２００円の付加価値

生産ができるのかなと。で、雪中米自体は沼田の施設に入ったんで、全部でそれを

もし割り返したとしたらそれは１０倍ですから１俵あたり、うんと、２５万俵です

から、１俵あたり４０円の付加価値が付いてくる。そういうような事業ができるの

かできないのかっていうことをまず雪中米の関係について町長にお伺いしたいと。

それから、先ほどの商店街の関係なんですけれども、雪中米を食べたことによる町

民の人達のやっぱりそういったＰＲだとか、味わうこと使うことが１番大事なのか

なというふうに思いますし、これをもう少し拡大的に利用できるようなシステムが

作れないかなというふうに思いました。それで例えば今それぞれ雪中米含めトマト

ジュース、ケチャップそれから菊芋だとか雪なごりだとかお菓子製品だとか色んな

商品が沼田町にあるわけですけれども、そういった商品を組み合わせて、例えばで

すよ、自由に５，０００円以上商店街で買っていただくと、２，５００円のクーポ

ン券なのか、今のポイント制なのか、ポイントを還元するよ、で、食べて、とりあ

えず皆に食べてもらおうと、で、食べてもらったこの２，５００円の分については、

また商店街に還元されるわけですから、これを例えば２，５００円でやったにして

でも、１，０００個で２５０万円くらいの事業で組めるのかなというふうに思いま

すし、そのことによって例えば５，０００円だったり１万円だったりする沼田町の

商品を安く買って利用してもらって、食べてもらって応援してもらうっていうよう

な事業を組んでってもいいのかな。これは農業品だとか加工品だとかっていうこと

も関係なく、工業品でも今タスマンからスプレーの、何ででもいいですし、町民が

使えるようなもの、沼田町で生産されているようなものが町民が使えるような状態

であって、それを使ってもらうっていうような事業が組めないかということで、こ

の２点について、残念ながらこれが私の最後の３問目の質問なんで、４回目できま

せんのでよろしくお願いしたいと思います。 

○町長（横山茂町長）はい。議長。 

○議長（小峯聡議長）はい。町長。 

○町長（横山茂町長）非常に高度な質問でね、回答、中々あれかなと、１つ目のい

わゆるふるさと納税のいわゆる単価アップを図れるようなそういう戦略についての

質問かと思いますけど、いわゆる先程申したように、その我々の見る視点とお客様
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の視点がちょっと乖離があるっていう部分もありますし、認知度、知名度について

もですね、やはりまだまだ努力をしていかなきゃいけない。そんな部分もあります

んでね。その底上げ、レベルアップを図りつつ今ご提案のあったようなことについ

ても視野に入れながらですね、考えていくべきかなというふうに思います。いきな

し上げたんでは中々それは逆に今の周りのその環境を見ますと下げてやられてると

こが大半ですんでね、それはちょっと逆な部分で大変な部分なるんかなっていうふ

うに思いますので、そのことについてはちょっと、色々と、下地をね、しっかりと

させた上で取り組んでいければなというふうに思います。あと２点目の件について

は、いわゆるお客様に町の商品を買ってもらったいわゆる対価として、町のクーポ

ン券などをっていうそんな感じでよかったですか。で、ご存じの通り今その特産品

味わい巡り事業というものを１２月から開催をさせてもらってまして、特産品の販

売ですとか、或いは飲食店・料飲店等で提供されるそのお米はね、地元の雪中米を

っていうようなことで取り組みを進めてるとこですし、あと、例えば雪なごり３割

引キャンペーンなんていうのも実際に通常の価格より安く提供できるそんな状況に

ついても取り組みを進めておりますんでね、まあこれは町の特産品を町民或いは町

外の方もそうですけども、手軽に購入できるそういう手法になるんではなかろうか

なっていうことで今新たなスタートを切ったとこでありますので、これ１月末まで

だったかと思いますけども、その結果をね、踏まえて、今ほどいただいたご提案も

踏まえて、次の対策として考えていきたいというふうに思います。以上です。 

○１番（鵜野範之議員）はい。終わります。 

 

○議長（小峯聡議長）はい。続いて７番、長野議員。外資に対する土地取引への準

備をについて質問して下さい。 

○７番（長野時敏議員）はい。 

○議長（小峯聡議長）はい。長野議員。 

○７番（長野時敏議員）７番長野です。よろしくお願いします。今回、町民の方か

ら要望があり、私もこの重要性を感じ、外資に対する土地取引への準備をについて

質問致します。国内において外資による土地の売買が進んでいます。一部の国では

自国での土地保有が認められないため、資産保全の目的で海外の物件を保有する富

豪もいると聞きます。我が国では農地以外の売買規制はなく、土地売買における外

資規制がないのは、近隣アジア太平洋１４カ国において日本だけだそうです。２０

１２年北海道は水源地域の事前届出を義務付ける条例を成立させました。外国人の

土地所有は悪いことではありませんが、沼田町として外資に対する土地の取引の検

討を図り、後手に回らないように準備すべきではないでしょうか。今後、資産価値

が低く、管理が難しい土地を相続の前に土地を手放したい。買ってくれるなら誰で
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もいいと売却し、その後転売され、誰も知らないという事例が増えていく恐れもあ

るのではないでしょうか。過疎化が進む中で、土地所有者が町外、道外、国外在住

というケースも想定されます。やがて土地所有者の不在、不明により固定資産税を

徴収できなくなる危険もあります。沼田町では保全対策地域、環境、水源、生態系、

景観、文化財などを指定し条例による売買、利用ルールの整備を図ることが必要で

はないでしょうか。外資による森林買収はまだ先のことだ、規制強化はグローバル

時代に逆行するという考えでは我が町の土地を行政が把握できず、徴税もできず、

負の遺産を次世代に残すことになります。以下に町長の見解を聞きたい。１。トラ

ブルを未然に防ぐための条例、景観条例、第６次総合計画との整合性などの整備を

進めてはどうか。２。外国人が沼田町で不動産物件を購入した際に、納税管理人が

ついているかの確認が必要と思われるが、準備は整っているのか。以上２点、よろ

しくお願い致します。 

○町長（横山茂町長）はい。議長。 

○議長（小峯聡議長）はい。町長。 

○町長（横山茂町長）はい。２点、お答えをさせていただきたいと思いますが、ま

ず１つ目ですね。これについては国の方でね、今年の６月の通常国会で、土地利用

規制法というものが成立をしまして、その中で規制対象としては、防衛施設、いわ

ゆる領空侵犯などを監視するレーザサイトですとか、パトリオットミサイル、陸海

空自衛隊司令部ですとか、２つ目には重要インフラとして原発、民間機と自衛隊機

が共用している空港、それから３つ目には国境やその周辺の離島が対象物というこ

とで、来年ですね、２０２２年の秋に対象地区の第１弾を指定する予定と聞いてお

ります。で、またあの北海道としてはですね、平成２４年に北海道水資源の保全に

関する条例というものを制定をされておりまして、市町村との連携を規定するとと

もに水資源保全地域の土地取引の届け出義務などが規定されているというふうに聞

いてます。で、沼田町としては外国資本や外国人による土地の取得に関しては、規

制する条例等はございません。で、一方で、現在本町に外国人の登録をされている

方は２名おりますけれども、外国人に対する土地の取得規制は、いわゆる人権侵害

などのその偏見に繋がりやすく、グローバル社会の中で問題が多いというふうに考

えております。で、２つ目の納税管理人がついてるのかの確認ということでありま

すが、町内の外国人が土地を取得した場合はそれが外国人であることは確認はでき

ますが、町外の方、町外の外国人が土地を取得しても、その所有者が外国人である

かどうかを確認する手法がありません。で、よって、町内に居住する外国人にだけ

納税管理人をつけるのは単なる外国人に対する人権侵害に繋がるものというふうに

考えますので、以上から、その外国人や外資を特定してね、納税管理人の選任を義
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務化することは、人権尊重の視点から沼田町としては今現在は考えておりません。

以上です。 

○７番（長野時敏議員）はい。 

○議長（小峯聡議長）はい。長野議員。 

○７番（長野時敏議員）はい。町長のおおよその考えが分かりました。１番につい

て例えばということで、まあ町長が言われた防衛施設、原発、空港、離島などそう

いう対象にはなっていませんけども、町内の景観だとかそういうことはですね、例

えば観光面では６次計画或いは上川管内でいえば美瑛町にですね、景観を守り育て

る条例などというのもありますので、そういうものも含めてですね、柔らかい規制

っていうのがまず１つあっていいんでないかなっていうふうに思います。これあの

２つ目の質問になります。それからですね、まあそれの柔らかい規制っていうこと

は町長考えられてないのかっていうのがまず１つですね。それからあの２つ目です

けども、外国人が沼田町では２名いるけども、人権侵害、それからグローバルな問

題もあるということでした。それについては今聞いてですね、そういうことなんだ

なっていうことが分かりました。で、私ですね、今回９つの市町からですね、調査

をお願いしまして、その様子をですね、ちょっとお話しさせていただきます。上川

管内、ここはですね、市ですけども、外国人が所有する土地の面積２７万１，６５

２平方メートル。全体に対する面積は０．０４パーセント。土地を使用している外

国人所有者人数１２９人。外国人の国籍と内訳、これはアメリカなど１２か国とい

うふうに聞きました。２つ目ですが、後志管内、これについては２９０万７，５１

０平方メートル、その町の中の１．４７５パーセント、所有してる外国人人数３５

１人、バージン諸島、オーストラリアなど１３カ国、同じく後志管内、１，２１５

万９，６５９平方メートル、土地、全体の４．６パーセント、外国人所有者人数１，

３２３人、これにつきましても、中国、香港、台湾の４１２を始めですね、６か国、

その他２５２というような報告を受けました。で、今回の集計は不動産登記簿の所

有者住所により国籍を判断しており、現実の国籍ではない場合もございますのでご

理解いただきたいと。つまり、登記簿の中では氏名と住所、これから何人かを判断

していると。ですから、バージン諸島っていうのはですね、後志管内の２つの町が

あるんですけども、これ両方とも中国系の人がですね、ペーパーカンパニーってい

う形でですね、バージン諸島に住所があるっていうことで、登録しているというこ

とが分かりました。それから北空知の近隣の町では該当者はおりませんっていう回

答。それから、重複しますけども、土地については登記簿又は土地補充課税台帳に

所有者として登記又は登録されている方をいいます。町内の、えー、すいません。

登記情報中、所有者の情報は氏名と住所のみとなっており、外国人であるか国籍は

どこかを判断することはできません。同じく国籍が判別できないため回答できませ
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ん。それから、所有者国籍の記載がありませんので、外国人かどうか判別できない

状況にあります。それから、近隣の市ですが、これは把握していませんというよう

なことが分かってですね、共通するのは、この登記簿からは国籍が分からないとい

う状況があり、それでいて外国人がその市町の所有者になってですね、そういう実

態がこう進んでいるというのもあります。中には外国人が住んでいらっしゃる方も

ありますんで、異文化の交流ということで、これはもう決して悪いことではありま

せんが、そこに住まない実態が結構え出てきている。で、これがこの北空知も今の

まま、殆どないままでいくかどうかっていうのはわかりません。そういうことでで

すね、何を言いたいかと言いますと、そういう場合の町内の町民生活に影響を及ぼ

す可能性の土地の売買の届け出制の検討はできないだろうか。それから、外国人が

土地購入した場合、固定資産税の徴税方法の厳密な運用の確認。これの準備などは

できてるんだろうかと。この部分、よろしくお願い致します。 

○町長（横山茂町長）はい。議長。 

○議長（小峯聡議長）はい。町長。 

○町長（横山茂町長）質問内容があまりにもたくさんあったって言ったらあれだけ

ど、多分、先程１回目で答えたようにね、その外国人であるかどうかの判断は、町

民として籍を置いてる方以外は調べようがないので、だから今多分ご質問にあった

案件については、その外国人に対する対応についての質問だったと思うんでね、そ

のことに対する状況を把握する手法はないという、そんなことで如何でしょうか。 

○７番（長野時敏議員）はい。 

○議長（小峯聡議長）はい。長野議員。 

○７番（長野時敏議員）あの、手法がないっていうことは、沼田町以外でもですね、

理解致しました。ただ今はまあ大きな問題はなくてもですね、実際たくさんの外国

人が来てそしてそこに住んでいない実態が道内にもたくさんありますので、問題と

しては２つだと思っています。１つは、国籍が登記簿の中では明記されていないの

で分からないと。この部分については国レベルの問題ですので、ここで言ってもし

ょうがないって言えばしょうがないんですけども、町村会などで共有していただい

て、問題提起はできないでしょうか。２つ目。沼田町にできること。納税管理人制

度の運用など、必要ないのかもしれませんけども、その時になって慌てないように

ですね、インターネットなどで調べますと、ホームページなどで納税管理人の手続

きだとか、口座振り替えによる納税だとか、それから固定資産税管理人申告書、そ

して道では振興局の方に納税管理人申告書など、こういうものが揃っております。

日本語版、英語版などもそろっておりますので、それらの準備をですね、しておく

必要があるのではないか。以上です。 

○町長（横山茂町長）はい。 
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○議長（小峯聡議長）はい。町長。 

○町長（横山茂町長）まず１点目。国籍等によるその対応っていうかですね、それ

について町村会などでのその問題提起を含め、国に対する要請等に取り組みをして

いただきたいというそういう趣旨でよろしかったですか。はい。問題提起はしては

いきたいとは思いますので、いずれにしてもそのこの問題については、自治体レベ

ルの問題というよりはね、やはり国家としてのその課題であるというふうに捉えて

ますので、その点を踏まえて検討させていただきたいというふうに思います。あと

今２点目の納税管理人でしたか。についてはその英語版についてはありませんけど

も、日本語版については用意をしてあるということでありますので、その点はご報

告をさせていただいてよろしいかと思います。以上です。 

○議長（小峯聡議長）はい。４回目になりますけど。 

○７番（長野時敏議員）はい。理解しました。準備をよろしくお願いします。 

 

○議長（小峯聡議長）はい。続いて、４番。高田議員。ほたる館運営の将来像を問

う（その２）について質問して下さい。 

○４番（高田勲議員）はい。議長。 

○議長（小峯聡議長）はい。高田議員。 

○４番（高田勲議員）はい。４番高田であります。グローバルな質問の後は、ほろ

しん温泉を中心としたの幌新地区のですね、ドローカルな話でちょっと長くならな

いようにやりたいというふうに思います。その２というふうにありますが、その１

はどこにあるんじゃいって話なんですけども、ちょうど２年前の４定の時ですね、

これと同じタイトルで実は質問してるんですね。当時はもう横山町長に代が変わっ

ている時であります。ここに書いてある通り、それまで沼田開発公社がやっていた

ほたる館の運営を、平成２５年度から２９年度までは指定管理第１期、シダックス

さんが運営してもらってます。それから平成３０年からは、今度シダックスさんが

第２期ということで、今第２期の第４年目、５年が一区切りなんで、今４年目、来

年の３月で終わると、残り契約期間１年ということになるわけであります。で、２

年前の時にもご指摘を申し上げたんですが、第１期目の時はですね、大体ほたる館

に沼田町が年間出していたお金が９，０００万とか６，０００万とか、最後の平成

２９年度で１億２，３００万ほどだった。それが、第２期の平成３０年、この時に

私もエッと思って､３０年の決算が出た時に､令和元年に質問を差し上げてるんです

が､工事修繕料が９，０００万ほどかかって、１億６，９００万、ほたる館に年間出

てございます。それで、その後どうなのって話なんですが、令和元年は修繕料は７，

７００万ほどかかって、合計で１億６，３００万ほどぐらいかな。それで、令和２

年、この通告書にも書いてありますが、指定管理料と施設管理料で９，０７６万。
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で、コロナに関する補助金２，８００万ほどを支出してます。コロナの部分はさて

おいても、その他にですね、やっぱり修繕料が６，１４９万。で、去年はだからコ

ロナの一時的なお金を入れてもですね、色々とですね、１億８，０００万ほどほた

る館にお金がいってることになります。で、コロナのこのお金を抜いても１億５，

０００万はほたる館にいってんだろうか。で、先ほど残りシダックスさんとの契約

もあと 1 年だよっていうことになりましたけども、あと１年のうちに次の指定管理

者を見つけなきゃダメだ。これはですね、中々大変だよ。次誰になるのか、指定管

理してくれる人が。引き受けてくれる人がいるのかどうなのかって話と、どのくら

いのお金がかかるんだいって話が２つあると思うんですけども、町民の殆どの方は

やはり施設ができてからですね、かなり年数も経ってるんで、大規模改修が必要な

ことは、みんな共通の認識として持っているんだろうなと思います。あ、すいませ

ん。もう１番の質問に入ってます。それで、大規模改修、施設のあり方プロジェク

トで色々と庁舎内で揉まれて、まち懇ででも１回お話があったのかなっていうふう

にも思って、まあ順番にはこう載ってたんですけども、果たしてそれが時期はいつ

になるんだろうか。逆に言うと今の施設のままで次の指定管理者が見っかるんだろ

うかっていう心配もあるんですね。そう、いつなるんだろうか。２年前のあたりは、

これは予算規模１５億はかかるんじゃないかななんて話もあったんですけども、予

算規模はいかほどになるのか。１５億、２０億かかるっていうことになれば、財源

もしっかりとした財源を計画的に確保しなきゃいかん。ということになると、財源

はどこに求めるのかっていうのが１番目の質問でございます。２つ目。シダックス

さんへの指定管理料、シダックスさんが別に悪いわけでもなんでもなくて一生懸命

僕はね、やってくれ、２年前も言ったんだけども、一生懸命やってくれてると思う

んですよ。このコロナ禍の中でね。ですから、それは認めるんですけども、１期目

が大体３，６００万、年間ね。２期目が年間５，９００万、まあその他に色んな管

理料を払うんですけども、２期目５，９００万ほどで受けてもらうときに、逆に町

民の皆さんからとか議会の方からも、なるべくこれ以上高くならないようにしてほ

しいねっていう意見が寄せられたのは、当時は町長、横山町長ではなかったかもし

れませんけども、役場の方たちは皆そういうことも分かってるんだろうな。私も、

周りの人からもそういう話を聞いてますんで、これ以上はなるべく高くならないよ

うにしてほしいなというふうに思うんですけども、第３期に向けて、指定管理料の

考え方、町長の考え方、今より高くなってもほたる館を存続させるためにはしょう

がないと思ってるのか、それとも今と同レベルでなるべくやりたいっていうふうに

思ってるのか、その辺を２つ目にお伺いしたいというふうに思います。それで３つ

目。２年前の一般質問の時にも申したんですが、大規模改修の話を２年前にすると、

町民の中にはこれ以上お金をかけるの、幌新に。こういう意見があったのも事実で
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す。これはその辺の立ち話で出てきた話じゃなくて、商工会の理事会で、２年前の

１１月か１２月の商工会の理事会で、ある委員が発言した言葉であります。逆にこ

ういう人たちと町長は腹割って話したことありますか。副町長ありますか。役場の

担当課長さんはこういうほろしん温泉にいつまで金かけるんだいっていう意見の人

たちとしっかりと話したことありますか。まち懇で話して反対意見でなかったから、

もう全部それで進んでいいやっていう話ではないと思う。やっぱりこの辺のね、意

見をしっかり聞いて、それで、それでも町長さんが、町長がね、俺も政治プランと

して、やり方としてほたる館は絶対必要なんだって言って、意見を聞いて取り入れ

ながら、ほたる館の存続に向けて行くんであれば、それはそれで構わない。それは

ただ我々議員もそうだし、町長もそうだけども、４年に一遍しっかりと評価がそこ

に下される。これが今の政治の仕組みであると思います。１週間ぐらい前の北海道

新聞さんにも出てたけども、奈井江の温泉もやっぱり今大変な目にあっているよう

です。だからどこも大変なんだろうなと思うんですけども、今申し上げた３つの質

問、３つ目の質問はそういうふうな人たちの意見もしっかり聞くべきだ。例えば職

種もそうだし年代層もそうだけども、色んな方の意見をやっぱり総合しなきゃいけ

ないと思うんですね。そういうのを今まではやってないと思うんだけども、やる気

はあるのかどうなのか。以上３つについて質問したいと思います。 

○町長（横山茂町長）はい。議長。 

○議長（小峯聡議長）はい。町長。 

○町長（横山茂町長）はい。それではお答えしたいと思います。まず１点目のご質

問です。大規模改修の時期、規模、財源ということで、施設のあり方プロジェクト

の中でも昨年ですね、内部で考えたものをご提示をさせてもらって、説明をさせて

いただいたところでありますけども、今後、今年も含めて来年、再来年まで大きな

事業を計画をしているというのはご説明をね、させていただいてるところでもあり

ますけども、で、この時期に大規模な時期に事業の実施を並行してね、温泉の改修

っていうのは中々やはり難しいというふうに思ってますんで、少なくとも今想定し

てるのは令和７年度以降でなければ改修となれないのかなというふうに思ってます。

予算の規模については、示したとおり、本当に今の概算の概算です。１１億円を想

定をしているところです。財源としてはですね、過疎債とそれから想定できるもの

としては地域づくり総合交付金というものを想定をし、更に不足する分については

その振興基金から対応するようなことで考えていければというそんな今の段階の思

いであります。で、因みに振興基金については昨年度から今年度にかけて今２億５，

０００万の基金の積み立てをさせていただいてるところであり、引き続き基金等の

準備をね、併せて進めていきたいなというふうに思ってます。それから２点目の指

定管理料に関してでありますが、これはあの私が今の思いでは上乗せをする、現状



 

24 

より上乗せをすることは考えてはいません。コロナ禍でその非常に厳しい運営状況

でありますけどもね、シダックスさんが営業努力も進めていただいて、非常に回復

傾向にあったところだったんですけどね、コロナによって激減をしてしまってです

ね、昨年度は議会のご同意もいただきまして、地方創生臨時交付金において様々な

対策、支援を行ったとこでもありますし、今年度についてもＧＯＧＯぬまた割とい

うもので支援をさせていただいてるとこであります。まあ幸いにも赤字経営が続く

状況でもありますけども、シダックスさんのその営業努力っていうか、努力によっ

てですね、なんとかここまできておりまして、基本協定に基づく２期目の最終年、

来年度ですね、来年度末、この間業務を担っていただけるものというふうに思って

ます。で、３期目については当然改めて民間のノウハウを活かし管理することが望

ましいと思っておりますので、それぞれ指定管理業者を公募した中でプロポーザル

により対応をしていきたいというふうに思っているところであります。それから最

後の町民へのそのコンセンサスですね。これは言われるとおり当然色んな方々の意

見は聞いた上で整理をしていきたいというふうに思いますし、今の想定ではほんと

に多額の費用が必要となってきますんでね、そのことをまえて整理をしていきたい

というふうに思います。ただ最終目的が改修っていうことではなくてですね、やは

りその次世代に繋げる、稼げる施設作りというものを目標に、例えば環境にも配慮

した施設であったり、この施設、この地で働いてみたいと思ってもらえるようなそ

ういう施設作りだったり、とかくご利用されるお客様にとって癒しと空間、健康の

空間であるということがこれは元々その提案させていただいてる永遠のコンセプト

がありますんでね、これを含めながら内部協議を進めて、議員各位にもご説明、提

案をさせてもらいますし、当然町民の皆様方のご意見をね、聞いた中で、聞く場で

より良い形で整備、そして持続可能な環境を作っていくことを目指してまいりたい

というふうに思ってます。以前から言うようにこの施設についてはですね、町内唯

一の宿泊施設であり観光施設でもあり、交流の拠点の施設であります。沼田町にと

ってなくてはならないそういう施設でありますので、この非常に厳しい状況は変わ

りませんけども、町内の豊富な資源、そして現在進めております、まるごと自然体

験プロジェクトの事業とともにですね、令和５年度に設立予定の自然学校と一体と

なって、より稼ぐ地域を作り上げるための検討を進めてまいりたいと思ってます。

以上です。 

○４番（高田勲議員）はい。議長。 

○議長（小峯聡議長）はい。高田議員。 

○４番（高田勲議員）ほろしん温泉は、ほたる館は幌新になくちゃいけないんでし

ょうか。って言った人がいました。駅前温泉ほたる館でもいいよね。五ヶ山温泉ほ

たる館でもいいよね。１５億も１０数億もかけるんだったらもう少し出してこじん
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まりとした温浴宿泊施設を作って、なんか西町の方もなんか土地が空くみたいです

し、なんかそうやって私に言った人がいました。逆に今度３番目の質問の再質問か

ら入るんですけども、そういう声を拾ってほしいんですよ。駅前温泉ほたる館が無

理だったら駅前温泉、夜高あんどん館でも、ほたるが住めなかったらあんどん館で

もいいし、なんかそんな、ほたる館がいつまでもほたる館でなきゃならない理由っ

て今は全くないのかな。そういうふうな意見もね、やっぱり町長ね、拾ってほしい

んですよね、そういう意見を聞いてあげてほしいんです。それで、最終的な判断を

しなきゃいけないというふうに思うんですけども如何でしょう。今までね、そんな

ことを町長に向かって言う人はあんまりいなかったんです。昔あの桃源郷っていう

町おこし部隊がありました。私もメンバーだったんですけど、当時の町長さんと飲

み話で駅前に温泉掘りませんかって言ったら、ほたる館潰さんでくれって言われた

とありましてね、それはそこで、それでもう終わってるんですけど、私として。ほ

んとに今それを現実に考えなきゃいけない、もしかしたら考えなきゃいけない時期

なのかなと思いますけども、これ３番の再質問ですけども、ほんとにそこまでなん

もないところから考えるような人たちと１回ゆっくり話してみてもらえないかな。

あのほたる館のあり方について話したいやつは集まれって言って、どっと集めて、

私も協力しますんで、それでみんなで話してもいいのかもしれない。そういうふう

なことはできませんかっていう質問にします。１点目。あと２番目の質問に関して

は、今よりの上乗せは考えてないということなんで、安心はしてるんですけども、

ただ今最後、町長答弁１回目の答弁の最後に、幌新の辺りのまるごと自然体験、令

和５年からかな、自然学校設立の今準備段階だと思うんですけども、これもですね、

やはり平成３０年の可能性調査をして終わった時に、やっぱりみんなの意見をそこ

で聞くべきだった。幌新のあそこにこれを、この事業を展開していいのかどうなの

か。指定管理料は高くなる。自然学校でも欠損も出た。これはね、町民許しません

ぜ。ね。だから３番にまた戻るんですけども、１回やっぱりこれらも含めてゆっく

りと話を聞いていただきたいというふうに思います。２番はいいです。あと１番。

大規模改修令和７年頃になるだろうという話なんですけども、あと４年後ですね。

中々この間老朽化、老朽化ったらほんと失礼だな。半分飽きられた何も変わらない

施設、今まで１億円投資して直しても、ほんとに前にも言ったけども、魅力を発掘

するための投資になってなくて、施設の基本機能を維持するための投資でしかない、

今までの投資は。だからほんとにそのまんまで今のほたる館の状態維持できるのか

どうなのか。どう思ってるのかっていう話が１点と、あと過疎債の話がありました

けども、奈井江の記事にも書いてあったんですけども、過疎債使ったもんで、償還

終わるまで譲り渡し、売買や解体はできねえんだ。償還終わるまで。ということに

なると、令和７年に過疎債入れて、仮に直したりすると、多分令和２０年ぐらいま
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では譲り渡しも解体もきっとできなくなる。そこに施設がもうずっと固定されるこ

とになる。逆にそれよりもさっきも言ったけども、駅前温泉ほたる館でどうなんだ

いっていう議論の方が、まだまだ可能性があるのかなっていうふうに思うんですけ

ども、過疎債を使うことに関して、町長はきっと何がなんでも幌新でっていうふう

に仰るのかもしれないけども、あの施設があそこに固定されるんですよ。多分令和

２０年ぐらいまで。そのことについて抵抗がないのかどうなのかお伺いします。 

○町長（横山茂町長）はい。 

○議長（小峯聡議長）はい。町長。 

○町長（横山茂町長）はい。えーと２点でいいんですね。はい。まず１点目。あそ

こにしなくてはならないのかっていう今そのお話はね、前段のお話はまあ私も回り

まわって聞いておりますし、色んなご意見があるのは当然行政の中ではね、受け入

れなければいけないというふうに思いますし、できればほんとにそういう色んな視

点を持つ人方と共にね、議論できるようにする場は是非とも持ってきたいなという

ふうに思います。２点目はですね、過疎債云々っていうか、私のとかく持論は、あ

の環境だから日本の全国、世界でも私は競争できると思います。ですので、申し訳

ないです。その今までそれだけの環境メリットがあるもののその対外的に何て言う

んですかね、打ち出せていない部分、勝ってるのにそれを出せなかったそういう反

省も踏まえてね、その点を含めて、１つ目の質問に関連して色んなね、ご意見をい

ただきながら、よりよい形でとかく沼田町のその稼ぐ地域、施設であるその環境を

作り出すために私の持てる限り頑張って対応していきたいというふうに思います。

以上です。 

○４番（高田勲議員）はい。議長。３回目の質問。 

○議長（小峯聡議長）はい。高田議員。 

○４番（高田勲議員）１番目の答弁にあたってはもう幌新で行くんだという今の町

長の思いだというふうに僕は受け止めております。そしてあの大自然をテコに集客

をするんだという話であれば、だんだん地域人口も少なくなってきて、それで、要

はｎ数をいっぱい求めなきゃダメなの。道北地区、冗談じゃないですよ。北海道だ

け、冗談じゃないですよ。東日本、そういうレベルの展開をきっとしていかなきゃ

いけないんだろうなっていうふうに思うんですけども、最後に集客についてお伺い

します。まあ質問通告、これはないんで、答えられなかったらいいですけども、ど

のようなスタイルで集客しようと、ｎ数を増やす方策っていうのをどのように考え

ているのか、２つお伺いして最後の質問にします。 

○町長（横山茂町長）はい。 

○議長（小峯聡議長）はい。町長。 
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○町長（横山茂町長）少なくともですね、先ほどお話したように、あの施設、健康

と癒しの空間というものをモットーにね、これまでも進めてきたつもりであります

し、そのいわゆるこの施設がお客様にとって隠れ家的なね、そういう環境でまさに

私はあそこがほんとに素晴らしい環境でもあり、空間でもあり、で、その周辺や温

泉もそうですし、そのメリットを対外的に認知度を上げていくっていうかね、そこ

がうまく繋がらなかったっていう部分はやっぱり反省していかなきゃいけないんだ

ろうなというふうに思いますんでね、そういうイメージを持った中でここでしか稼

げないその環境をね、作り出すために努力をしていきたいというふうに思います。 

○４番（高田勲議員）もう１回やりたいけど終わります。 

○議長（小峯聡議長）はい。１時間半経過しておりますので、ここで暫時休憩を致

します。ちょっと短いですけど、４０分まで休憩致します。 

午後 ２時３２分 休憩 

 

午後 ２時４０分 再開 

（一 般 質 問） 

○議長（小峯聡議長）それでは再開致します。３番、久保議員。農家が作った最高

品質米に奨励金を与えて雪中米にしようについて質問して下さい。 

○３番（久保元宏議員）はい。議長。 

○議長（小峯聡議長）はい。久保議員。 

○３番（久保元宏議員）沼田町はほたるの里ですし夜高あんどんもあります。で、

先ほどから議論されてるように、ほたる館という魅力的な施設もあります。ただや

っぱり沼田町はお米の町だということは町長も皆さんもご認識をしていただいてい

ると思います。そのお米そのものが沼田町の中心で、ギヤとしてぐるっと回れば、

すぐその場にある農家のモチベーションも上がりますし、所得も上がりますし、一

方では商工会のギヤもぐるっと回って、買い物もできますし観光もできます。そし

てさらに沼田町自体が大きな宣伝ができまして、ふるさと納税に結びつく。そのよ

うなことになると思います。ただその中心にある雪中米のギア自身が錆びついてる

とは申しませんが、どっかでズレてる。若しくは摩耗してる。じゃあそのギヤを変

えて雪中米やめるのかと言えば果たしてそれもいかがなものかと。その雪中米をさ

らに効果的なギアとして再生するための町長のアイデアを聞きたいと思います。で、

私自身もお米の勉強してる道半ばのものなんですが、雪中米というものが沼田町に

生まれましてから、雪合戦の道北支部の連盟会長として、雪合戦の景品として雪中

米を使いまして、全国から来るアスリートに広く商品として配りました。そしてさ

らに雪中米ファンクラブという名前をつけさしていただいて、町内の４つの小売り

店で一緒に販売したこともあります。ただ、また同時に今年も色んな方に会うと、
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先般もあの小矢部市の市議会と姉妹都市２０周年でズームで交流したんですが、小

矢部市の方からも雪中米は素晴らしいねと、このＳＤＧｓの時代に地球に、環境に

考慮されたものを使っていまして、非常に素晴らしいものがあると、そのような話

をしてました。ただ一方でその雪中米をどこで買っていいのかと聞かれても中々厳

しいものがありますし、その雪中米を皆さんが観光に使おうと言っても手に入れる

とこも中々ないと。その片一方では有名ではあるけれど、実は中々手に入らないと

いうこの非対象をどのように解消するのかと。で、まだまだ雪中米っていうネーミ

ングが色んなところで口に出していただけるような、有名な間にきちんとこれして

おかなければ、雪中米自身が雪中米ってなんていうふうに読むんだろう、これは何

なんだろう雪・中・米って何なんだろうというようなことになるような気概があり

ます。で、我々はここでひと踏ん張り町長を中心に雪中米の再生プランを考えなけ

ればいけないなと思っております。で、私なりに雪中米の問題点を５つまとめてみ

ました。大体５つあると思うんですが、１つは農家の方々に直接メリットが感じら

れないのではないかと。雪中米が販売されたところで、個人所得が上がるわけでも

ありませんし、雪中米を作ったことによってそれぞれの農家のモチベーションが上

がるということも中々聞き及ばない。全くないとは申しませんが、もう少しメリッ

トが見えるか、顕在化した方がよろしいんではないかと。２つ目は沼田町内で気軽

に買えないと。例えば食事に食べることにもできないし、お土産にも向いてないと。

で、私の小さい店にも時々雪中米のお客さんが来るんですが、１週間待って下さい

と。で、１週間後に宅急便で送りますということも年に何度もさせていただいてま

すが、やはりその手軽さっていうのが非常に重要なポイントだと思います。一方他

の町ではお土産っていうのはもうその日に １泊したら朝お菓子屋さんで買ったり

とか、お土産さんで買ったりとかすることはできるんですが、この気軽に買えない

っていうことが中々根付きにくい。で、３番目は町内のレストランで食べることが

できない。ほたる館にも私も月何回か食べに行くんですが、雪中米が出てますよっ

ていうポスターも見たことございませんし、町内の料飲店でも過去に雪中米の食べ

歩きスタンプラリーっていうのもやりましたが、今現在はそういうようなこともお

見受けしてません。つまりこれは我々が食べることの機会の喪失もありますが、雪

中米のＰＲの機会の喪失でもあると思います。で、４つ目、ふるさと納税の主だっ

たメインが実は雪中米でもあると思うんですが、実際は納税額は減る一方です。で、

これはじゃあお米が駄目なのかと言えばそんなことも決してなくて、他町のお米は

伸びております。他の町のお米が伸びてるのはこれもディスカウント合戦なんだっ

ていう議論も１つあると思いますが、やはりそこだけではなくて、雪中米自身の魅

力をもう少し我々で考え直して、先手を打った市民へのアピールが必要ではないか

と。５つ目。台湾などに輸出もしました。で、私も２回ほど ２０１２年と２０１３
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年に訪問させていただきまして、台北・台中で色んな方に会って、商社とも商談も

させていただきましたが、それが今年度を撤退するというような報告も受けており

ます。で、じゃあこれは日本のお米は海外で人気がないからなのかと申しましたら、

実際はそうではなくて、滝川市や東川町では雪中米よりもお米が売れてまして、我々

が取引をさせていただいた裕毛屋さんには、東川町や滝川市、そして本州の新潟や

茨城県のコシヒカリが販売されてます。で、全く同じゴンドラのフェースがあるの

に、沼田町の雪中米だけがなくなってるっていうのは、これはやはり我々自身も振

り返って反省しなければいけないとこがあると思います。で、さらに東川町はサハ

リンなどに輸出の枠を増やしております。ということは、お米が悪いんではなくて、

やはり我々自身が雪中米をもう少し大切に見直して、もう１歩踏ん張って雪中米を

中心とした町づくり、つまり雪中米を中心としたギアを、ネジの巻き直しが必要で

はないかと思っております。ではこれらを克服するためにはどのような工夫が必要

なのかという議論になるんですが、私には概ね３つのことを考えております。１つ

は奨励金を与えて、生産者に例えばお米のランキング、食味のランクというか作り

方のランクで、Ｓから１番下の最下位まであるんですが、その中で１番最高のＳラ

ンクのお米を作った方には、例えば沼田町で補填をすると。そうすればそれがおそ

らく雪中米になりますので、雪中米なることによって、我々の作ったお米が雪中米

になるということの、ダイレクトに見える化できるんではないかと思っております。

で、２つ目に、高級銘柄雪中米っていうのは確かによろしいのですが、やっぱり粘

るお米以外のニーズもありますし、お寿司屋さんというようなあの違う素材が必要

なところもあると思いますので、価格をいくつかのバランスをとって、ニーズに適

合してそれこそ年末年始は雪中米のゆめぴりかを食べますが、普段は雪中米のなな

つぼし、きらら３９７を食べ、勿論それもおいしいんだよっていうようなことを告

知すれば、町長が先程心配されてたような精米日付の問題もクリアできると思いま

す。つまり消費が上手に回るようになれば、精米のことも上手に回ると思うんです

よね。消費が中々うまく進まないから、精米するのに１週間待って下さいというこ

とになって、食創さんが雪中米の精米から、滝川から立ち退いて、そして帯広から

立ち退いてっていうことなんですが、実際末端で消費が右上がり伸びれば精米の活

動もできることになると思います。そして３つ目はやはりこれ商工会との結び付き

ですよね。農家の方々で一方では作り手側の入口側ではきちんとフォローして、見

える化して、そして出口側ベースでもきちんと商工会、料飲店で雪中米を置いてく

れたら、例えばのぼりをプレゼントしますよとか、１０キロあたりこれこれのお金

を新米セールで補填しますんで、是非雪中米を置いて下さいと。で、そういうこと

によって、雪中米の入口と出口がきちんと担保され、そしてその真ん中には 多様性

ということで、ニーズの適合化をすると。これが大体立体的に雪中米を再構成する
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アイデアなのではないかなと思っております。で、やはりここ１番、雪中米のここ

改革することによって、観光含め、農業を含め、商工業含め色んなところに好循環

が起きてくると思います。まずはこの構造的な原因があると思いますので、町長の

雪中米再生プランを聞かせて下さい。 

○町長（横山茂町長）はい。 

○議長（小峯聡議長）はい。町長。 

○町長（横山茂町長）大きく３点の質問ということでよろしかったですか。はい。

で、１つ目のご質問です。久保議員が用意していただいた資料にもありますが、現

状においてもですね、生産された米の品質によって、価格設定が行われておりまし

てですね、高品質米には既にインセンティブがあると理解をしております。で、そ

こに、さらに行政においてインセンティブを上乗せするというのはちょっと私には

疑問があります。で、一方でですね、農業者の皆さんにですね、雪中米生産に対し

て、さらにモチベーションを持ち、生産に取り組んでいただきたいというまあ久保

議員の質問っていうか、趣旨についてはですね、私もその思いでいるところであり

ますので、その現在のこの米の状況を考えますと、非常に厳しい状況の中でありま

すんでね、生産に取り組まれているその農業者の皆様に感謝を申し上げるためにも、

これは例えばです。例えば、良質米出荷に対する表彰制度というものも考えてみて

はどうかなというふうに思ってます。それから２つ目の多様なニーズに対しての対

応策ですが、これは私から言うまでもなく、本町はななつぼし、ゆめぴりか、きら

ら３９７の３品種はね、農協出荷で９８．５パーセントというふうに聞いておりま

すし、その他の品種もえみまるですとかおぼろづきなどもありますけども、バラン

スのとれたなつぼしと、粘りの強いゆめぴりか、そして外食産業を中心に人気のき

らら３９７、これは議員の言われる多様なニーズにも合致してるんじゃないかなと

いうふうに思います。で、現在この３品種はそれぞれの特徴を活かして、全国的に

北海道ブランドとして認知をされておりましてですね、このメリットを捨てて、他

の品種で一定の認知評価を得るには大きな労力と時間が必要というふうに思います

ので、現状においてはこの３品種を基軸に米の主産地である沼田町としての地位を

さらに高めるための対策を進めてまいりたいというふうに思いますので、ご理解を

いただければというふうに思います。それから３点目の質問でありますが、これに

ついて現在、農商連携事業としてですね、１１月から実施をしております沼田町特

産品味わい巡り事業において、中山間協議会の方からも支援をいただきながらです

ね、この事業の期間中、飲食店でご飯を提供する際に雪中米を使用しております。

で、今まさに沼田町のブランド米はですね、本町で食事をする町内外の方々に、実

際に食べていただいてる、そんなＰＲもしてるとこでありますので、今後において

もですね、関係団体のご理解ご協力を得られれば、できれば年間を通して実施がで
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きたらなというふうに思いますが、中々難しい部分もありますので、雪中米のポテ

ンシャルを活かせる夏場限定で、期間を設けての実施も視野に入れてですね、少な

くとも町内食店で食べるご飯については雪中米を使用できるようなそんな取り組み

を検討してまいりたいなというふうに思います。以上です。 

○３番（久保元宏議員）議長。 

○議長（小峯聡議長）はい。久保議員。 

○３番（久保元宏議員）ありがとうございます。いくつかちょっと分かんないこと

があったので３つ聞きたいと思います。１つはこれ通告書と一緒に議会事務局を通

して、ふるさと納税でそもそも、ふるさと納税では２００８年の５月から１３年間

行われているんですが、ふるさと納税で雪中米は何キロ、年間何キロ使われてるの

かと。この情報開示が今まで過去にないので、１３年間ですから、１３回の数字を

ここで述べていただくのもちょっと繁忙になりますので、どっかの町の広報か何か

で各年度雪中米の出荷のキロ数、トン数を発表していただきたいんですが、ここで

はまず直近で、例えば今年、去年、雪中米はふるさと納税で何キロ使いましたと。

そして過去１３年間の方で最高に使われたのは何年で何キロだと。最低では何年に

何キロだと。この３つを１回教えていただいて、議論のベースにしたいと思います。

これ通告を事務局通してしてますので、資料があると思いますので、その３点教え

て下さい。そして２つ目に町長のキャッチフレーズ、昨年のキャッチフレーズで、

世界に発信プロジェクトっていうのがあったんですけれど、世界に発信プロジェク

トにおけるこの雪中米の役割を町長はどのように位置付けてらっしゃるのか。そこ

について２つ目聞きます。お米今年非常に値下がりしまして、その対策として国と

してもまあ餌米に使うとか、保存しとくとかそういう議論もあるんですが、一方農

水省では母国の米の消費量が毎年約１０万トン減少していく中で、食料自給率の向

上っていうのは中々厳しいので、海外市場に積極的に進出していくっていうことは

農水省も指導してますし、そのことに対して我々もそれなりの交付税をいただいて

ると思いますんで、町長の世界に発信プロジェクトと雪中米のこの役割について説

明がなかったので聞きたいと思います。で、３つ目は１番最初の答えで町長が 中々

行政から上乗せは、金額の上乗せは厳しいよって話仰ったんですけど、まずその理

由が分からないんですが、例えば２８万俵沼田町でお米が取れたとして、これで１，

０００万円の表彰制度、町長のとこで言えばまあ表彰制度ですか。ってすれば大体

割り返せば、１俵３６円程度なんですが、これの中でＳの米がどれぐらいあるかっ

ていうようなことになるんですが、ベースを例えば１俵あたり５００円なり３００

円なりに置いといて設計をするなり、制度設計をしていけばある程度のまとまった

お金若しくはそれがそっくりそのままそのスノークールライスファクトリーの利用

料にスイッチできるような金額にもなるような気もいたします。で、仮に町長それ
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ではダメだ。やっぱり表彰制度でなければいけないんだよっていうふうに仰るんで

あれば、例えば沼田町の農家に毎年雪中米グランプリ、雪中米グランプリコンテス

トのようなものを行って、で、それを沼田町、町が主催なりまして、そこで雪中米

グランプリをとったところの農家のお米を雪中米の中に入れますよと。そしてその

時の生産者の顔が一緒に報道なりメディアに載っかると。で、その選ばれた農家の

田んぼに雪中米グランプリの大きな看板をそれなりなデザイナーの方が作った看板

を立てると。そうすればそこでＳＮＳで発信が起きると。で、ＳＮＳの発信で今年

の雪中米グランプリはウイングの鵜野さんの農家だな、田んぼだなと見た方が今度

さとふるなどで見て、じゃあ私今年は今までは上士幌の牛肉だったんだけれど、沼

田町の雪中米を食べてみようかなと。で、来年は違う方が努力をされて、上野農場

のお米が選ばれる。何処どこの米が選ばれる。長原農場の米が選ばれる。そのよう

な展開になっていくのが１つのモチベーションの向上だと思います。町長が表彰制

度ならいいんじゃないかっていうことはそのように活用するっていうのは１つの手

だと思います。沼田町にはトマト組合とか、大豆組合っていうのがあるんですけど、

雪中米組合っていうのはない。これは不自然なんですよね。やはりここは農協に強

いることでも生産者強いることでなく、この雪中米グランプリ制度を我々町民自ら

が主導して、そして町長も旗振り役になっていただいて制度化すると。こういう方

法が町長が仰る表彰制度なら構わないよっていうことに合致するのかどうか。この

３点を聞きます。 

○町長（横山茂町長）はい。 

○議長（小峯聡議長）はい。町長。 

○町長（横山茂町長）ふるさと納税のその使用量ですね。これについてはちょっと

指示がちょっと伝わってなかったのかわかんないけど、昨年の数字は分かります。

２年度に使ったですね、ふるさと納税の雪中米の量については分かります。で、こ

れはななつぼしで１４トン、それからゆめぴりかで６０トン、ということでありま

した。ちょっと過去の数字については改めてご提示をしたいというふうに思います。

それから、雪中米のプロジェクトの位置付けというかですね、やはり私としての思

いはこのお米が誕生したのは世界で初めての雪中米である。いわゆる町にとって１

番大事なその財産であってね、これをですね、なくてはならないその商品、アイテ

ムとしていわゆる町のね、宝物としてやっぱし位置付けをして、これからの時代に

ね、引き継いでいけれる、いく財産というふうに思ってます。ですので、なくては

ならない商品、お米であろうというふうに私は思ってるとこでありますので、その

点を踏まえて、雪中米グランプリ、食味で勝負させるのかどうかちょっとそこら辺

のね、具体的な中身は別にしても、そういう類いの表彰制度って言うんかな、それ

は検討に値するのかなというふうに思いますので、より具体的な検討を踏まえて先
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ほどあったような雪中米組合、名称は別にして、そういうその生産者にとっても、

それから町民にとっても、それから商店にとってもね、やはり皆がその自分のもの

だっていうそういう認識を持たせるためにも、是非とも考えていくべきものかなっ

ていうふうに思います。以上です。 

○３番（久保元宏議員）議長。 

○議長（小峯聡議長）はい。久保議員。 

○３番（久保元宏議員）ありがとうございます。最後に雪中米グランプリに関して

は町長具体的な議論をしたいっていうとこまであったんですけど、最後に伺いたい

のはですね、つまりこの雪中米の制度っていうのも既に色んなところにも広く、ふ

るさと納税も含めてありますけれど、これ現状維持のまんまこの体制で改善してい

くのか。若しくは手を加えるとすれば、組織を改変するのか若しくはそのコンテス

トのような雪中米グランプリのようなことの事業化でやるのか。そこにちょっと集

中していきたいと思います。で、食味で云々っていう話もありましたけれど、やは

り私はここは、やっぱり雪中米は食味にこだわるべきだと思います。で、グランプ

リの応募するのは町内の生産者の方々で勿論よろしいんですが、そのコンテストの

点数をつけると言ったら語弊があるのかな。審査員ですね、審査員に著名な方々に

なっていただくと。例えば沼田町のふるさと大使の方々になっていただくとか、有

名なグルメ評論家になっていただくとか、その年で何かトピックを持った方になっ

ていただくとか、で、そういう方々はそれこそインフルエンサーですので、お一人

一人がこれはうまいと思ってその方が太鼓判押して、２０２２年雪中米グランプリ。

で、それがＳＮＳで拡散し、ふるさと納税に乗った時には、おそらく爆発的なオー

ダーが来るようなこともあります。それこそまさしく仕掛けだと思いますし、その

仕掛けをする準備は役場の職員の方々は色々手段を持ってると思いますので、そう

いうようなことが可能だと思います。で、他の町のこと申しても町長もご存じだと

思いますけれど、ＪＡきたそらちが今年度最高金賞を受賞されて、これはゆめぴり

かコンテスト２０２１年ですよね。これの優勝したことの背景にはですね、例えば

北竜町のひまわりライス生産組合が、全農家１４０戸が参加した、ひまわりライス

生産組合っていうのがあるんですよね。そこで皆さんが食味の研鑽をしてて、ふる

さとチョイスでも北竜町の安全で安心のお米は評価が高いと、それで見事第４６回

日本農業賞の集団組織の大賞を受賞した云々と書いてあると。で、こういったこの

直近の新しいこうアップデートされたキャッチフレーズっていうのは雪中米中々な

いんですよね。何年経っても雪で保冷した、そしてあの我々にとっては恥ずかしい

ことでもなんでもなく、むしろ自慢のことなんですが、やはり新しいトピックを常

にアップデートし続けていくためにはグランプリなどで、表彰制度などで色んな方

が参加していただいて、で、そこで審査員の方が情報を発信するような制度。で、
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東川町も東川マイブランド組合っていうのがあります。ここでも外国に輸出する度

に世界に誇る東川ブランドっていうことで、特にサハリンに関しての輸出に関して

は私も色々農協の部長達からも伺ってますけれど、かなり精度の高い計画をしてま

す。で、ただここすごいのは農協だけじゃなくて、役場が主導とってるんですよね。

で、役場が主導をとって色んな環境を組立てて、そこに生産者の賛同をいただいて

ると。で、窓口もこれは農協じゃなくて役場です。そういったことが可能であれば、

合併農協である北いぶきさんでもおそらく一緒になってできる、それだけの力を雪

中米は持ってますし、魅力あると思います。で、これからの雪中米に関しては、も

う１つのキーワードは組織レジリエンス。回復能力ですよね。レジリエンスをどの

ように持って、きちんと回復して事業転換をどのようにするか、ピポットって言い

ますけれど、そのレジリエンスとピポットをどのようにやっていくか、そのために

現状のままで行くのか、それとも町長はこの部分を手を加えていくのか、雪中米に

関しての町長の手法を最後に聞いて終わりたいと思います。 

○町長（横山茂町長）はい。 

○議長（小峯聡議長）はい。町長。 

○町長（横山茂町長）はい。全体的なその雪中米の考え方について、最後に私の方

からもお話をしておきたいと思いますが、一般的に、一般的に販売価格の向上とそ

れから販売量の増大、それを通じて収入を増やす取り組み、そしてコストを減らす

という対策を進めることが必要というふうに認識をしています。その上で、今まで

やはり取り組みの中でね、雪中米の販売量を増やすことが、増やすことに視点を置

くことがちょっと不足をしていたんじゃないかなっていうふうに思います。或いは

足らない点という部分で、流通量を増やすことに注力をしていくべき課題の１つで

あろうというふうに思ってるとこです。で、集荷したお米をそのまま玄米で販売す

るだけではなくてですね、やはり地域のその循環が限られることから、１つのその

手法としては、例えば米粉にして、米粉の菓子やパンなど加工品を作ることによっ

て、得られる収入については１０倍にもなる、そんな事例もあるようですのでね、

今後においてはその米粉の商品開発なども並行しながら、検討してみるべきなのか

なというふうにも思っています。そのような中で現時点でその反省点としてはやは

り知名度が足らなかったというふうに感じています。やっぱり雪中米は知らないと

いうことで、買わない、調べない、結局候補に上がらない状態が続いていたという

ふうに推察を致しますので、その点を踏まえてＰＲをそれぞれ取り組んでいる所存

でありますのでね、で、その中でちょっと専門家の方からもご意見をいただきまし

た。色んな場面で物産展等々取り組んできたところですけれどね、その露出する場

所、タイミング、コンテンツがそれぞれ相乗効果を生んでない、生んでいなかった

可能性もあるんじゃなかろうかというそんな意見もあったとこです。で、ふるさと
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納税に繋げるにはその雪中米だけを露出しても効果が薄く、先ほどの鵜野議員の時

にもちらっとお話ししましたけどね、やはり町の知名度や魅力、そういうものを含

めて魅力的な商品が他にもあるのにそのことを発信し、いわゆる知らない方々に興

味を持ってもらう。そんなことも重要でなかろうかというふうにご指摘、ご意見を

いただいているところでありますので、そんなことも踏まえて、少なくとも沼田町

を知っていただく。それから、魅力的な商品があることを知っていただく。そして

その次には試していただいて、気に入ったものを継続購入できる仕組みというもの

をリピートさせる。そんなことを目的に取り組んで行くようにすべきだろうという

ふうに考えます。その中でやはり特異性ですとか、或いは意外性、話題性、それか

ら希少価値、付加負荷も付けてですね、興味を湧かせていくそういうようなそれぞ

れのそのコンテンツをしっかりと持たせて、沼田のファンを作っていくような取り

組みを考えるべきだろうというふうに思っておりますので、そのようなこと、今申

したことを踏まえてですね、雪中米グランプリなるものを含めて、色んな視点から、

角度から考えた上でそのグランプリをやることだけが知名度を上げるものではない

と思いますし、これについて関連したものをね、合わせて取り組みながら底上げを

し、雪中米そのものの良さを国内外にアピールできるようなそんな環境を作るため

に努力をしてまいりたいというふうに思います。以上です。 

○３番（久保元宏議員）はい。終わります。 

 

○議長（小峯聡議長）続いて８番、上野議員。全戸にエアコン補助で町民の生活環

境向上をについて質問して下さい。 

○８番（上野敏夫議員）はい。議長。 

○議長（小峯聡議長）はい。上野議員。 

○８番（上野敏夫議員）８番上野です。沼田町全戸にエアコンを補助金で町民の生

活向上をってことで町長にお聞きしたいと思います。沼田の町民が毎日生活する住

宅、家庭ですね、この環境はとても大事だと私は思っています。今はもう冬になり、

夏の暑さも忘れてるかもしれませんけど、ほんとに暑い夏、ほんとに最近多いと思

います。その中で昨年より新型コロナ感染予防対策として、国、町もそうですけど、

外出自粛、さらに子供達が学校に行けないで家庭でＧＩＧＡスクール、家の中で過

ごすことがすごく多くなっております。その中で高温とか熱射病だとか、ほんとに

色んなこう人間にそのすごく生活する大変な環境があり、本当にとても室内環境が

大事なので、勿論その高齢者も大変ですけど、赤ちゃん、幼児ですね、子育てして

るお母さん方、ほんとにおしめ１つにしても相当苦労してるってことで聞いており

ます。ほんとにあの小さな子供、ほんとに汗をかいて下着を何回も取り替えたり色

んなこう影響があります。ほんとにこの沼田にいる幼児・赤ちゃんを始め高齢者、
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この方々に苦労してると理解していただきながら、沼田町のまず全戸に今金額がそ

んなに高額でない除菌機能の付いたエアコン、全戸に設置すべきと私は思っており

ます。これは町民も暑くて大変だ。この声聞いて、是非エアコンを設置できるよう

に、さらに今後、今新たな変異株、オミクロン株の感染が拡大する心配がございま

す。これからまだまだ自宅療養が多くなることを考えると、いち早く沼田の全戸に

エアコンをつけやすい環境、これを取り組むべきと考えてます。またこの財源につ

きましては町長の執行方針の中にありますように、ふるさと納税が今の段階では１

億８００万、恐らく予算の中で３億円っていうことになっておりますので、そのふ

るさと納税が達成できれば全戸にエアコン付くぐらいの予算が確保できると思いま

すので、その辺も加味しながら町長の考えをお聞かせ下さい。 

○町長（横山茂町長）はい。 

○議長（小峯聡議長）はい。町長。 

○町長（横山茂町長）今年の夏はですね、ほんとに暑かったなっていうそんな思い

でありますし、町民の皆さんも大変なご苦労いただいたっていうふうに、そんなふ

うに思いますのでね、改めてこの暑い夏を乗り切ったことに関してですね、感謝と

御礼を申し上げる次第であります。で、今ほど全戸にエアコンをということで、ほ

んとに大変なご提案をいただきまして、ちょっと調べたところですね、北海道のク

ーラーの保有率って約４割程度あるようです。公的なデータで見ますと、直近２０

１４年の消費実態調査で２５．７パーセントのようですが、そのような状況のよう

です。で、そのような状況の中ですけれどね、前回、９月の定例会でゼロカーボン

シティ宣言の町として承認を頂きましてね、化石燃料に依存しない地域社会作りを

進めなくてはならないというそういう責務もございます。特にエアコンはですね、

電力使用量が多いというふうに聞いてますんでね、その発電に化石燃料が使用され

ることで温暖化への進行の要素というふうにも思われますのでね、あとその仮にそ

ういう話で進んだ時に、一般家庭に設置をする場合でもその電力会社との契約変更

というものも必要な場合も考えられるし、契約が変更となればその月々の電気料金

も変わってくるっていうかこう悪化してくる。或いはエアコンによっては電気工事

の必要性もあるなど、課題も多いんじゃなかろうかなというふうに思います。そん

な状況から、エアコン設置はその個人の自己判断が必要なもので、行政として一律

に推進するには多様な議論が必要なものというふうに思います。ここでできるなら

ね、優先すべきはやっぱり学校を優先してあげるべきなのかなというふうにも思い

ますので、この点はご理解いただければというふうに思います。 ただしかしながら

その感染症のね、対策としての取り組みも必要ですので、細やかな換気、或いは水

分補給など含めてこれまでの感染症対策を徹底していただいてね、町民の皆さんと
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共に力合わせてこのコロナ禍を乗り切っていければなというふうに思います。以上

です。 

○８番（上野敏夫議員）はい。 

○議長（小峯聡議長）はい。上野議員。 

○８番（上野敏夫議員）今沼田町の民間住宅、この何件かありますけど、ここには

もう既に最初からエアコンが設置されております。そういうなんていうか沼田町の

その民間が既に設置されているし、さらに今町長が言われる工事費だとか電気の契

約だとかそれはエアコンの中でいいもの、２００ボルトの使用だとか、その他その

寒冷地仕様にすればそれはその色んな契約だとか工事かかりますけど、私はその夏、

一時暑い時だけ使えるようなエアコンで私いいと思います。その中でそういう何て

言うか負担の少ない、本当に町民の最低限、真夏の時に使えるようなエアコンを設

置するように補助金を出すことによって補助金の率についてはね、高齢者、乳幼児、

この方については補助率上げるような方法だとか、ほんとに色んなこう町民が暑さ

に耐えれるような沼田の夏を乗り越えれるようにしていかないとこれから温暖化が

進む中で、これせめて、せめて乳幼児、高齢者それもまあちょっとあの足腰の弱い

高齢者、こういう人方をまず優先にエアコンを設置するようにしたらいいと思うん

ですけどね、そのほんとに低所得者とかね、そういう方に補助率を上げるっていう

ことは町長その辺のできたらその弱い町民、ほんとに設置したいけどできない、例

えば公営住宅、沼田の公営住宅、ここにエアコン設置しようとすると窓用のエアコ

ンしか付けれないのが実態ですよね。それで公営住宅、工事費は町が負担して、要

するに公営住宅ですから穴を開けることがちょっと勝手に開けれないような環境が

あります。で、この公営住宅といった工事費を町が負担して、いつでもそのエアコ

ンを付ける環境を整える。せめて公営住宅がそのような対応と、あと幼児と高齢者

についての出来たら町長あの前向きな考えはございませんか。その辺どうでしょう

か。 

○町長（横山茂町長）はい。 

○議長（小峯聡議長）はい。町長。 

○町長（横山茂町長）負担の少ない中でね、弱い方に対する支援制度を考えてもら

えないかというそんなお話でありますけども、先程言うようにね、エアコンについ

ては、やはり行政としての課題の中ではやっぱり低いんじゃないかなっていうふう

に私は思っています。そんな中でここでは即答しかねますけど、弱い方へのその考

え方についてはちょっと検討してみたいと思います。 

○議長（小峯聡議長）はい。上野議員。 

○８番（上野敏夫議員）今公営住宅のことについてお聞きしたんですけど、その辺

の工事のね、穴の開けることについては町で負担はできないでしょうか。それとま
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あほんとに除菌、カビ、ＰＭ２．５、花粉、細菌、タバコの煙、生活環境本当に悪

くなってきてます。そのことについてもね、町長あのご理解していただきながらね、

一歩でもね、その沼田町にそのエアコンつける環境整える、というのはですね、こ

れ隣町の町でエアコンを公営住宅で付けようと思って見積取ったんですけど、高額

でちょっと今ブレーキかかってる状態だって私確認してきました。だから近隣町村

でもまんざらエアコンのことはないわけでないので、話はないわけでないのでね、

沼田町はね、どこよりね、その最低乳幼児の家庭ぐらいは付けることはできません

か。その辺あの公営住宅の案件と、そのエアコンの将来についてお聞かせ下さい。 

○町長（横山茂町長）はい。 

○議長（小峯聡議長）はい。町長。 

○町長（横山茂町長）はい。公営住宅の考え方については、基本的にはご自身でね、

対応してもらう。自費で設置をする場合のその工事についても自らやってもらう。

ただ、やっていただいた後、その仮に退去する際については、その穴を復旧しても

らうようなそんな状況の調整は必要かと思いますので、先程も言うようにその弱い

方々への支援制度については、ちょっと内部で検討させていただきます。以上です。 

○８番（上野敏夫議員）終わります。 

 

○議長（小峯聡議長）はい。続いて、５番、篠原議員。冬期間の災害を想定した地

域での防災訓練をについて質問して下さい。  

○５番（篠原暁議員）はい。議長。 

○議長（小峯聡議長）はい。篠原議員。 

○５番（篠原暁議員）はい。５番篠原です。今回も２つ質問をさせていただきます

けど、まず最初の質問は、冬期間の災害を想定した地域での防災訓練をということ

について質問をさせていただきます。記憶に新しいところですけれども、つい先日、

１２月の１日から２日にかけて、北海道地方でも暴風雪の影響で特に十勝地方など、

道内の一部地域で長時間停電が続くという被害が起きました。で、胆振東部地震の

時の教訓から、災害の備え、家庭でもやっていたということがあって、冬期間そう

いう家庭もあるようなんですけども、冬期間やはりこの１番寒い時期においては、

長時間停電が続くという場合には重大な事態を引き起こしかねないというふうに思

います。で、冬期間の大規模停電の備えに関して、平成３０年の第４回定例会にお

いて、鵜野議員が大寒波で２日間停電が起きると、大規模停電ということを想定し

て一般質問を行っています。それの備えは大丈夫なのかという趣旨ですけれども、

あれから３年が経過し、様々な災害、北海道も経験して、現在本町でも避難所への

大型自家発電設備の整備も進んで、状況は当時から見るとかなり改善しているとい

うふうには思っています。しかしながら、台風や大雨による被害と違って、地震と
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かそれから今の突風による電線の切断などで生じる停電というのは事前に予測する

ことが難しいわけで、それによってあらかじめ避難をするということも困難なわけ

です。で、とりわけ冬場、夜間、そういう災害が起きた場合、特に道路が積雪状態

で発生した場合に直ちに避難するということには逆に危険も伴うというふうに思い

ます。で、通告書を出した時点で、このような事態に対して町が整備している防災

計画にあまり想定がされていないというような書き方をしていましたけれども、沼

田町強靱化計画というのをよく読みこんだところ、暴風雪及び豪雪による交通と途

絶時における道路管理体制、それから除雪体制の確保、さらに積雪寒冷時を想定し

た避難体制の整備っていうのが記載がありました。で、令和元年度の状況として、

毛布類５０枚、発電機１３台、暖房器具２６台というような記載がありました。こ

れにはおそらくですね、元年度っていうことなのでその後整備されたものは含まれ

ていないというふうにも読み取るんですけれども、それを含めて現在、防災備品、

備蓄の状況にまだ不安があるのではないかなというふうに感じる訳ですけれども、 

そこで１点目の質問ですけれども、冬期間、長時間の停電が発生した場合の想定含

めて、今後災害への対応能力の強化や防災計画、そして強靱化計画と更新を行って

いくのかということをまずお聞きしたいと思います。それから冬期間・夜間に停電

が発生した場合朝まではなんとか自力で耐えるとしても、その後今回のように状況

が長く改善しない場合にはやはり町民の自助に頼るというだけでは非常に困難があ

るかなというふうに思いますので、避難所を開設して、暖かい部屋と食べ物の提供

が必要になってくる場合もあるのではないかなというふうに考えます。 新型コロナ

ウイルスの感染拡大が始まって以来、その影響で避難訓練などの実施ができていな

い状況です。で、町ではこの間、テント型のパーティションなどプライバシー保護

と感染予防に対応した新しい形の避難所設営の準備は既にもうできているというこ

となので、これらを活用した避難訓練が既にもう可能な状態にあるというふうに言

えます。実際に内閣府がまとめた事例集があったんですけれども、それによればコ

ロナの感染拡大中にも全国各地で様々な想定を行って、防災訓練が実施されていた

ということが分かります。資料の方ですけれども、 

【篠原議員 テレビモニターに資料を映す】 

時間もかかって、手短に紹介したと思いますけども、まず 1 点目のこの岩手県大槌

町については、これは新型コロナウイルス対策を踏まえて、職員、役場職員によっ

て行ったというこの絵にもあるように、間仕切りの設置などですね、これについて

行ったということと、それから避難所ガイドというのは予め全戸に配布したという

ところが１つ特徴かなというふうに思います。それから、石川県金沢市、これは自

主防災組織を中心にして、老人福祉施設、福祉避難所ですね、それへの対応を重点

にして行っているというのが特徴かと思います。それから３つ目。宮城県気仙沼市



 

40 

ですけれども、これは中学生が中心になって行ったようですけれども、会場が中学

校ですね。で、簡易テントによるパーティションの設置訓練ということで、地域住

民も参加して共同で行ってると。いずれも令和２年の間に行っているものです。で、

このように様々な事例があるわけなので、実際に防災訓練実施する際に全町のレベ

ルで大規模訓練っていうのも必要かと思いますけれども、地域ごとの避難所開設や、

また炊き出しなど細かな訓練を行なうことも有効だというふうに考えます。で、沼

田町地域防災計画や町民向けに発行している防災のしおりには、自主防災組織の必

要性ということが書かれているんですけれども、実際私も居住している町内会の中

で、あまりその自主防災組織っていうのを意識したことがこれまでなかったんです

けども、大体他も同じような状況なのではないかなというふうに思うんですけれど

も、各町内会の組織図の中にも当然まあ自主防災組織というのが記載されています。

ただ必要性が認識されていながらも、実際町民もどう動いていいのかわからないと

いうまま、経過しているのではないかなというふうに思うんですけれども、これが

やっぱりこれから様々な災害がまた起こるという状況に対応するためには、ある程

度円滑に機能するようになるまでは行政が主導して、自主防災組織を回していくよ

うな状態に導くということが必要なんじゃないかなというふうに思ってるわけです

けども、ここについて２点目、町長の見解を伺いたいと思います。以上です。 

○町長（横山茂町長）はい。議長。 

○議長（小峯聡議長）はい。町長。 

○町長（横山茂町長）はい。３点ほどの質問かと思いますので、それぞれ回答させ

ていただきたいと思いますが、まず防災計画の更新とそれから避難所の開設につい

てですが、地域防災計画については令和２年の３月から見直しを行っていないのが

現状であります。 で、今後計画に大規模停電災害対策計画を盛り込んでですね、今

年度まずはもっと現状に沿った計画となるよう関係機関と調整をしてまいりたいと

いうふうに思ってます。またいかなる場合でも避難所の開設が必要と判断した場合

は、冬期間においても迅速に対応していくということとしており、必要な対策を講

じてまいりますが、災害はいつどこで発生するかわかりませんので、我々行政がで

きることは限られておりますんでね、防災の３要素である自助・共助・公助の３つ

の、３つが合わさって復旧に向かっていく、そういうふうに考えておりますので、

各世帯にお配りしてる防災のしおりにも掲載しておりますけども、各家庭での備え

についても是非ご協力をいただけるように、議員各位の方からも促してほしいなと

いうふうに思います。それから避難訓練についてはですね、誠に、予定はしていな

がらですね、９月４日に予定をしていながら、緊急事態宣言という状況となったこ

とから、延期をさせてもらいました。で、現在今この冬の間のですね、２月上旬に

開催するような格好で災害時のその避難所開設に向けた感染症対策を講じながらで
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すね、準備をしてまいりますので、その際についてはまたご協力のほどお願いをし

たいと思います。それから自主防災組織の必要性については、現在、各避難所１２

箇所を対象とした避難所運営マニュアルというものを作成をしておりまして、これ

をその各行政区に対してですね、説明に伺うことで準備を進めているとこでありま

す。で、避難所運営には被災者自らが行動して、助け合いながら避難所を運営する

ことが求められることからですね、町内会或いは行政区単位で意識を高めていただ

き、自主防災組織の立ち上げに繋げていきたいというふうに思っておりますので、

これについてもご協力、ご支援のほどよろしくお願いをしたいと思います。以上で

す。 

○５番（篠原暁議員）はい。議長。 

○議長（小峯聡議長）はい。篠原議員。 

○５番（篠原暁議員）はい。今お答えのあった中で、災害への対応が自助・共助・

公助ということをお話ありましたけれども、先ほど私申し上げてるように、冬期間

突然停電が起きたという時に、ただ朝まではなんとか各家庭で備えているもので暖

房とったり、食事をとったり対応するかもしれないですけど、やっぱりこれが１日、

２日まるごと続くってなると、中々やっぱり自助だけでは厳しいのかなというふう

に思いますので、その間に時間を稼いで町の方も避難所開設の体制を作るとかって

いうことが当然あるのかなとは思いますけども、そこを自助だけに頼るものではな

いのかっていうことをもう１回ちょっとお聞きしたいのと、それから今避難所運営

マニュアルを作って、各自治会、町内会などに働きかけていくということでしたの

で、これについては是非ですね、積極的にどんどん進めていただきたいと思うんで

すが、とりあえずは今町長も仰ったように、今年度も用意していた災害訓練ってい

うのが、コロナでできなかったということはありましたけども、例えばさっき申し

上げたように、コロナ対応の避難所の設営なんかも今備えとしてはね、町の方では

できているわけですよね。それで先ほどの事例にもあったように、例えば、そう言

ってる間にもしほんとに明日災害が起きるかもしれないということを考えた時に、

例えば職員だけでまずこのパーティションテントってどうやってやるんだろうとか、

そういうことを準備しておくっていうことは想定してなかったのかっていう、まあ

ちょっとやってるのかもしれないんでこれはわかりませんけども、そういう備えは、

できることだけはやっぱりやっていっていただかないと、中々突然のところに対応

が難しいのかなというふうに思いました。それと今、自主防災組織ですね、これを

避難所マニュアルを作って町内会に働きかけていくっていうことだったんですけど、

もう少し具体的に、実際に自主防災組織が各町内会ごとに定着していく、で、うま

く動いていけるようになるために、もう少し丁寧な何か働きかけっていうのがない

のかっていうことを併せて、重ねてお伺いしたいと思います。 
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○町長（横山茂町長）はい。議長。 

○議長（小峯聡議長）はい。町長。 

○町長（横山茂町長）はい。決して自助だけを求めてるわけではありませんのでね、

先程言うように、自助・共助・公助それぞれがしっかりと支え合うその環境を作れ

るような、環境を視野に入れてね、町民の方々も備えはしていただきたいというそ

ういう思いでありますのでご理解をいただきたいと思います。それから訓練につい

てですが、ベッド作成などもひっくるめてね、まさにその環境を視野に入れたそう

いうことも。町民とともに取り組んできたいというふうに思ってます。それと最後

にその自主防災組織の立ち上げについてもより具体的にということでありますけど

も、これ先ほど申したように、各避難所の運営マニュアルというものを作成をして、

今これから、それぞれ説明に上がる予定でありますけどもね、その際に自主防災組

織のその必要性についても説明をさせていただいて、設立に向けた協力を具体的に

対応していきたいというふうに思いますので、この件についても是非ともサポート

いただければというふうに思います。以上です。 

○５番（篠原暁議員）はい。議長。 

○議長（小峯聡議長）はい。篠原議員。 

○５番（篠原暁議員）今のその自主防災組織についてもう少しお聞きしたいんです

けれども、今避難所マニュアルを作って各町内会回って説明をしていくというよう

なことですけども、中々、これ、それぞれ役場の職員の負担だとか色んなことが出

てくるのかなというふうに、まあ気を使う必要があるのかないのかわかりませんけ

ども、例えばですね、各行政区や町内会ごとに、先ほど申し上げたように、自主防

災組織という名目上は一応あるんではないかなと思うんですけども、そういう代表

の人たちを集めて、来てもらって自主防災組織っていうのはこういうものですよと

か、これから避難所運営マニュアルを作って、こういうお願いをするつもりですと

かっていうような、先程からも色々テーマごとの懇談会なんていう話が出ていまし

たけれども、そういう手法なんていうのは検討はできないのかなっていうことを最

後にお聞きしたいと思います。 

○町長（横山茂町長）はい。 

○議長（小峯聡議長）はい。町長。 

○町長（横山茂町長）ちょっと今の質問わかりかねるっていうかね、先程も前言っ

たとおり、今マニュアルを作成をしてね、それぞれ各町内会にも説明をさせてもら

って、いわゆる災害が起きた時のその動きだとかシミュレーションも含めて、或い

はこの地域でのその動き、避難所の開設の仕方だとか、そういう諸々を含めて説明

をさせていただき、自主防災組織の立ち上げに向けて促していければというふうに

思いますので、その点については皆様方にもですね、それぞれご支援をいただきな
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がら、全行政区に今設立はまだされておりません。まだ設置数についてはほんとに

限られてるところしか設置されておりませんのでね、その点についてはとかく全行

政区に設置できるようにそれぞれ職員からのね、説明をさせていただいて周知をさ

せていただきたいというふうに思いますので、ご理解のほどよろしくお願いします。 

○５番（篠原暁議員）はい。その方がよりいいと思います。はい。以上です。 

 

○議長（小峯聡議長）はい。それでは続いて５番、篠原議員。子どもの国保料均等

割減免の拡充をについて質問して下さい。 

○５番（篠原暁議員）はい。それでは続いて、子どもの国保料均等割減免の拡充を

ということで質問をさせていただきます。皆さんご承知のように国民健康保険って

いうのが社会保険や共済組合など職場の健康保険加入者と、７５歳以上の後期高齢

者の方を除いた全ての国民が対象になっているものです。で、国保の保険料は被保

険者の保険料負担能力、つまりは収入に応じて賦課される応能分と、世帯や家族の

ニーズに応じて等しく被保険者に賦課される応益分から構成されています。社会保

険などの健康保険にはこの応益分っていうのがないため、国保は元々高いというふ

うに言われていますけれども、特に家族のニーズに応じて賦課される均等割につい

ては０歳児にも均等にかかるため、低所得世帯には特に重く、子どもの多い世帯ほ

ど負担が増えるという構造になっています。で、これに対して、これまでも子ども

の均等割減免を望む多くの声があって、この度それを受けて国では来年度から実施

する全世帯型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律

案っていうのが出されて、未就学児までの国民健康保険料、沼田町は税ですけども、

均等割５割減免を行うということを決めました。それでこれは厚労省が出している

資料の中のその均等割の減免に係わる頁ですけれども、 

【篠原議員 テレビモニターに資料を映す】 

均等割については一律でかかるものですけれども、収入に応じて２割・５割・７割

とそれぞれ軽減する措置というのがありますけれども、今回これを含めてそれぞれ

５割の減免を行うということで、負担の割合については国が２分の１、そしてここ

の場合で言うと道と町がそれぞれ４分の１ずつ負担するということで、例えばこの

説明の図でいくと、何て言うんだろう、肌色の部分かな、５割って書いてあるそこ

の部分は均等割の減免が何もない状態ですけども、そこは５割を減免する。それか

ら元々収入で２割減免があるとこについては、６割って書いてますけど、残り２割

の残りの８割の部分の半分、ですから、４割で、２割と４割を足してと６割という

ような形になるわけなんですけれども、それぞれ５割・７割減免の世帯についても、

残りの半分を補助するということを、減免するということですね。ただ減免対象が

今この制度では未就学児までに止まっています。で、子育て支援策としてはこれで
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は十分ではないかなというふうに思うわけですけれども、子育て世代のお話を聞く

と本音は子育て支援は中学校まではあまりお金がかからないから、そんなに必要で

はないけれども、高校から本当に必要なんですよねっていう声があります。で、子

どもが成長するに従って、国保の家計への負担が重くなるということは、人口減少

対策に逆行するものではないかなというふうに考えます。そこで質問ですけども、

子育て支援日本一というスローガンを掲げている沼田町として、コロナ禍で生活に

困る世帯が増えている中で、生活支援と子育て支援を進めるために国民健康保険の

均等割減免について、来年度から国が対象とする未就学児童までに加えて、町独自

に高校卒業まで拡充をする考えはないでしょうかということで町長にお伺いをしま

す。 

○町長（横山茂町長）はい。 

○議長（小峯聡議長）はい。町長。 

○町長（横山茂町長）はい。お答えをさせていただきたいと思いますが、国民健康

保険制度の保険料については、それぞれ市町村において加入者から所得割・均等割

などに応じてその負担割合を設定されておりましてね、その上で、低所得世帯に対

しては軽減措置、ご説明のあった７割・５割・２割が講じられています。こうした

中、子育て世帯の経済的負担の軽減という観点から、国それから地方との取り組み

として国保制度においてですね、子どもの均等割保険料を軽減するという方針が打

ち出されまして、未就学児に係る均等割保険料について、来年の４月からその５割

を公費により軽減するというふうになっております。この方針に基づいて本町とし

てはこの国の方針に則ってですね、同様の軽減策を講じることとしていきたいとい

うふうに思いますが、国民健康保険に加入してる方は町内全体で見ますと約３割、

３０パーセントとなっているのが現状でありまして、子育て世帯の家計の負担軽減

を図るという観点で考えますと、国民健康保険に加入してる方だけでなく、沼田町

に住んでる子育て世帯の全てに対して公平に対応すべきものというふうに認識しま

すので、町民の中にはですね、組合保険ですとか、協会健保ですとか国保以外の保

険に加入してる方が７割存在しますんでね、国保加入者だけを町の施策として税金

の優遇対象とするのは問題があるのかなっていうふうに思います。そうした考えの

もと、本町では高校生までね、高校生までの医療無償化、それからがんばる高校生

応援手当など、独自の様々な事業を展開をしておりまして、子育て世帯全体に負担

軽減策を展開中であることをご理解をいただきたいというふうに思います。以上の

ことから、国民健康保険に係る均等割の減免については国の方針に基づいた中で実

施していきたいというふうに考えておりますが、町としては子育てしやすい町づく

りというものを念頭に置きながらですね、町内に住む全ての子育て世帯を見据えた

中で、現在独自に行ってる支援策も含めてですね、今後とも適切な支援について検



 

45 

討してまいりたいというふうに思いますのでご理解をいただければと思います。以

上です。 

○５番（篠原暁議員）はい。議長。 

○議長（小峯聡議長）はい。篠原議員。 

○５番（篠原暁議員）はい。只今国保に、沼田町内において国保に加入している世

帯が３割ということで、残りの世帯からそれについては理解が得られないのではな

いかなというご回答だったと思います。私が言いたかったのは、元々国保は他の社

会保険に比べて高いんですよっていうことを言っていたんですけれども、例えばで

すね、この追加の減免についてはですね、実際にもうやっているところがあって、

東川、美瑛、東神楽３町の大雪地区広域連合というところで令和３年度から実施を

しているそうです。これが今後も続くかどうかっていうのはまだちょっと未定らし

いんですけれども、そういう行っているという例もあります。それから２０１９年

ですね、２０１９年の３月の議会で、当時、橋場議員が質問してるんですけれども、

同じようなことで、均等割廃止を求めるということで質問をしていて、これは国保

やっぱり高いということの趣旨ですけど、均等割廃止というようなことで言ってた

んですけども、その当時の金平町長が国庫の負担を増やすのは財政、財源は別とし

て求めるのは妥当なことではないかなというふうに最終的な回答もしています。そ

れで、改めてですね、ここで横山町長にお聞きしたいんですけれども、先ほど申し

上げたように国保が元々高いんだという認識はないんでしょうかということで、そ

れを他の社会保険の人と同じぐらいにまで揃えることがむしろ平等なんじゃないか

なというふうに私は考えてたんですけども、それは如何でしょうか。 

○町長（横山茂町長）はい。 

○議長（小峯聡議長）はい。町長。 

○町長（横山茂町長）認識という質問ですので、国保が高い、他が安いっていうそ

ういう認識であるのかどうかっていうとちょっと私も回答しかねると思いますが、

あくまでもその制度制度の中で対応してね、その組合員の方々に、加入者に対する

保険制度をね、適切に執行しているというふうな認識で私は思っておりますが。以

上です。 

○５番（篠原暁議員）はい。議長。 

○議長（小峯聡議長）はい。篠原議員。 

○５番（篠原暁議員）はい。まあそういう答えなのかなというふうには思いました

けれども、最後になりますので、先ほども申し上げたように。町長が掲げている子

育て支援日本一ということを目指す中ではやはりこの、私について言えば高いなと

いうふうに思っている国保を他の社会保険同様にしていくということがやっぱりそ

れは矛盾しないのかなというふうに思ってるんですけども、前町長がこのことにつ
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いて国にも負担を求めることは妥当であるという回答をしていたように、町長につ

いてはそういうお考えがあるかどうか最後にお聞きしたいと思います。 

○町長（横山茂町長）はい。 

○議長（小峯聡議長）はい。町長。 

○町長（横山茂町長）適切なね、運営を図る上では、国に対してのその制度に対す

る負担を求めることについては必要なことではなかろうかなというように思います。 

○５番（篠原暁議員）終わります。 

 

○議長（小峯聡議長）続いて、１０番大沼議員。値上げの冬の施策をについて質問

して下さい。 

○１０番（大沼恒雄議員）はい。議長。 

○議長（小峯聡議長）はい。大沼議員。 

○１０番（大沼恒雄議員）はい。１０番大沼です。質問させていただきます。町長、

その胸元についてんのはＳＤＧｓのバッチですか。ありがとうございます。ＳＤＧ

ｓをね、そうやって一つ一つ、一歩一歩進めるしかないんで、是非これからも付け

て歩いて下さい。よろしくお願い致します。Ｒ３年１１月１２日、政府は原油価格

高騰対策としてですね、自治体が実施する生活困窮者への灯油購入費と、各自治体

のガソリン・灯油などに特別交付税で措置を講じ、財政支援をすると表明しました。

これは金子総務大臣でございます。それから松野官房長官は、国内の石油製品の抑

制を主とし、国民生活や経済活動に支障が生じないように万全を期す必要があると

言っております。あとさらに言えばですね、萩生田経産大臣ですね、今年度の予算

の予備費を活用してでも、そのコロナ対策、暖房対策を速やかに実施したいという

ふうに言っております。来年の経済成長率、これは３．４パーセントと見込まれて

おりますけれども、半面、消費者物価指数の上昇が懸念されております。ご存じの

とおりガソリンは７年ぶり、灯油は１３年ぶりの高値水準に加えまして、それを反

映するように電気、ガスも上がり、食料品でいうと小麦粉、砂糖など、この原材料

の値上がりから、既にもう消費に影響が出始めてましてね、もう値上げの冬とこう

評されるようになっております。これは国の発言を鑑みたときですね、年末年始、

それから冬期間の生活を沼田の町民が安心してできるように対応しなくてはならな

いと思っております。住み続けたい町と町民の皆さんに言ってもらえるためにもど

のように考えているのか町長の所信をお尋ねしたいと思います。また自治体向けの

地方創生臨時交付金に６．８兆円の上積みを国はしております。またインフラ整備

など経済対策で生じる自治体負担分、４，０００億を充当するとしております。こ

れはですね、特別交付税じゃなくて地方創生臨時交付金と普通の地方交付税なので

ね、この最初の支援金と後の支援金は違うと思うんです。で、これで今回その町民
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の皆さんに、もしこのお金が出るんだとしたらどのような施策に利用できるのか、

分かってる範囲で結構ですので、お知らせいただきたいと思います。 

○町長（横山茂町長）はい。議長。 

○議長（小峯聡議長）はい。町長。 

○町長（横山茂町長）はい。お答えをさせていただきたいと思いますが、政府にお

いてはですね、１１月２６日に令和３年度補正予算を閣議決定をされましてね、１

２月６日からですね、臨時国会で今現在審議中ということで、新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金という名称でありますけども、地方公共団体が地域

の実情に応じてきめ細やかに必要な事業が実施できる予算というふうに認識してお

りますけれども、現在のところその配分額も決まってない状況で詳細が示されてお

りません。ですので、その詳細が分かり次第ですね、対応していきたいというふう

に思いますが、いずれにしても町民が安心して暮らせる環境を作るために感染予防

対策或いは感染拡大の影響を受けてる地域経済の回復ですね、それから振興対策、

それと住民生活への支援、さらには社会経済活動の再開と困窮者への支援に向けた

対策、これを確実に行っていくようなことで考えていきたいというふうに思います。

で、今我々が分かってる使途ですが、その臨時交付金の使途については、１つには

感染防止策の徹底に向けた対応。それから２つ目には感染症の影響により厳しい状

況にある方々の事業や生活、暮らしの支援に向けた対応。それと、ウィズコロナ禍

での社会経済活動の再開に向けた対応に関してというふうになっているようですが、

先程言うように詳細についてはちょっとこれからの状況でありますんでね、指示が

まず来ましたら、その状況なり次第ですね、改めてまた皆様方に情報とそれから新

たな対策に向けて検討をさせていただきたいというふうに思いますのでよろしくお

願いをしたいと思います。で、あと関連となりますか、そのコロナ対策とは別にね、

燃料高騰を鑑みて、高齢者世帯等への生活支援として、福祉灯油助成事業について

今回補正予算で提案をさせていただいておりますので、この点については改めてご

報告をさせていただきたいと思います。以上です。 

○議長（小峯聡議長）はい。大沼議員。 

○１０番（大沼恒雄議員）ちょっと町長の考えてるところがちょっといまいちわか

らなかったんだけれども、要はコロナ禍で動けない、それに灯油の燃料価格の高騰

が重なって、生活にダブルパンチが来てるわけですよ。例えば暖かいところだった

ら灯油焚かなくていいんです。車持ってなかったらガソリンは使わなくてもいいん

だけれども、でも北海道の冬の場合ってこれ灯油焚かないで生活するっていうのは

非常に無理な話なんですね。その中で皆さんが一生懸命感染防止もしている、でも

家にいるから灯油が焚くのかっていうとちょっと違うのかもしれないけれど、福祉

灯油に出してる考え方としてはね、感染病予防対策のため換気などにより燃料の負
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担がかかると。これ町が言ってるんですよ。ね。それから高齢者等の暖房にかかる

経費の負担軽減を図る。まあこれはいいさね、今まで通りだから、だけど燃料の負

担って言ってるんですよ。だけど今回町で出している福祉灯油事業はね、道からも

らってる５０万と、町が出す１６８万で２１８万だけなんです。で、これはね新聞

でもご存じの通りかと思うんだけれども、管内の市町全て今回皆さん福祉灯油出し

ました。だけどね、今だからやってんのか、沼田町みたいにそうじゃなくてやって

るのかっていう考え方になると、沼田は進んでる方だと僕は思います。はい。だけ

どそれをね、もう一歩やっぱり今回進めて考えられてる施策がないのかなって思っ

ております。ただ今回どこの町か忘れちゃいましたけどね、福祉灯油出せないんで

すよ。支給額や対象額を広げるという意味の中に、課税世帯も原油価格の上昇で生

活が苦しくなっていることに変わりないって言ってるんですよ。だから皆さんに出

しますって言ってるんです。だからこの考え方はね、自治体にないのかと思ったら

自治体にあるんですよ。ね。だからそういう考え方を沼田町はやっぱりいち早く入

れて、私９月かな、除雪費の助成だとかそういったものでなんか出せませんかとは

言ったんだけれど、こういったものをね、やはりいち早く取り入れてね、沼田は皆

さんに住み続けてもらいたい町だって言ってもらえるようにしていくべきだと僕は

思うんです。ただこれは施策だけじゃなくて、町長のメッセージだけでもいいんで

すよ。大変なところだから頑張ってやってくださいねと、今年一生懸命乗り切りま

しょうとかね、そういう思いだけでもいいんだけれども、でも施策があるんだった

ら、お金が出るんだったらその施策を考えて使っていかないとなんないと思う。う

ん。町長言われたようにね、詳細が分からないからまだ対応できないんじゃなくて、

詳細が分からないうちから対応してこれ国に働きかけていったらどうですかって逆

に聞きたいんですけれど、その辺はどうでしょうか。それからもう一つちょっと ガ

ソリン税の特別税率分２５．１円、これのことご存じかと思うんですが、これはト

リガー条項でまだ解消されてないんですね。で、これについて町長どのように思わ

れているかお尋ねしたいと思います。その２５．１円が廃止されればガソリン下が

るんですよ。直接。で、そうすると負担軽減されるんですね、それだけでもね。だ

から町がわざわざお金出さなくても言っていくことによって国がやってくれれば国

民の生活助かる場合もあります。それからさっきのインフラ整備のうち、これ地方

交付税４．２兆円が増額されてるんです。これはね、先ほど言ったそのうちの４，

０００億をインフラ整備などで経済対策で生じる自治体負担分に充てるって言って

るんですよ。このインフラ整備考えた時にですよ、インフラ整備ちゅうのは生活基

盤が基本だと思うんですけどね、基盤対策は基本だと思うんですけど、この場合道

路だとか除雪だとかそういったものも全て含まれてくると思うんです。使いやすい

のは例えば道路維持だとか、維持に使う車だとかってなるんだろうけども、この道
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路排雪管理、雪の排雪管理に町民の皆さんを巻き込んだらっていう考え方は一つで

きませんか。例えば玄関先投げてもらうのに雪で押してきました、それ一つ投げる

のにスコップの一つも提供しますから協力して下さいってそういうね、その物事、

発想の転換だと思われるんですが、その辺も含めて、もう一度沼田の町民の皆さん

がですよ、国が心配してるように、町長はどのように町民の皆さんの心配をされて

いるのか、施策は別にして、町長がもう一度所信考えてるところをお聞きしたいと

思います。 

○町長（横山茂町長）はい。 

○議長（小峯聡議長）はい。町長。 

○町長（横山茂町長）また非常になんか難しい質問で。４，０００億の話はちょっ

と別にしてね、トータルとしてね、やはりこのコロナ禍で約２年間ですね、大変な

環境の中、特に今年においては燃料が高騰しておりますんでね、燃料が高騰するの

に合わせて食品、物価等々が高騰してる。それだけでもほんとに大変な状況である

んだなっていうのはもう私も危惧してますし、心配をしてるところであります。そ

のことを踏まえて、次できれば町民が安心して生活をするために何らかの施策が必

要だよなっていうそこは内部でも色々と議論をして、調整は今進めておりますんで

ね、まあどこまでできるか分かりませんけども、何か対策は考えていきたいという

ふうに思いますんでご理解をいただければと思います。以上です。 

○１０番（大沼恒雄議員）ごめんなさい町長。トリガー条項の国に対する２５．１

円の特別税率分のことについては。あ、じゃあ、はい。議長。 

○議長（小峯聡議長）はい。大沼議員。 

○１０番（大沼恒雄議員）町長の思いは分かりました。それで是非町民の皆さんに

そういう町長が思ってるメッセージを向けて町民の皆さんを安心させていただきた

い。これはもうほんとに心からそう思います。それからちょっとトリガー条項のこ

とはちょっと分からないのかもしれないんだけれども、これ２０１０年に成立した

法律です。それで揮発税、俗に言うそのガソリン税の話です。はい。それでたまた

ま２０１０年だったんだけど、その次の年に３．１１大震災が起きたもんだから、

その時にまた法律を国は作って、このなんて言うんかな、さっきの租税特別措置法

を凍結しちゃったんですね。それで今そのまんま来てるんですよ。だから２５．１

円上がったまんまずっと来てるんです。という解釈を僕はしてるんだけれど、うん。

それはなんでって言ったらその東日本大震災の復旧だとか、復興状況等を勘案した

その復興財源にしてるんですよ。だけどそれからもう１０年経って、例えば今年東

京オリンピックも終わりました。でもコロナ禍です。で、そしたら復興財源はもう

終わって、どうでしょう今度コロナ禍の方で困っている人たちを助けようとしたら

ね、この特別税率分２５．１円はもう解除してもいいんじゃないかという発想なん
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です。はい。で、それを今どうのこうのじゃなくて、これ国の話にもなるから、町

長がこういったことを道と国に訴えかけていかれたら如何でしょうかっていう、じ

ゃあ質問にさせていただきますが、如何ですか。 

○町長（横山茂町長）はい。 

○議長（小峯聡議長）はい。町長。 

○町長（横山茂町長）詳細はちょっとわかりかねて申し訳ない。基本的には税を回

すっていうかね、そのこと自体は知ってはいるんですけども、それがいつまでだっ

たのかっていうのはちょっと不確定でありまして、廃止をされるんであれば元々の

道路に回すだとかね、そういう色んな考え方多分出てくるんでしょうから、そうい

うご意見もあるっていうことを何らかの形でね、市町村会等で議論できるような環

境でちょっと対応を考えてみたいと思います。以上です。 

○１０番（大沼恒雄議員）ありがとうございました。 

○議長（小峯聡議長）以上で一般質問を終わります。 

 

（一 般 議 案） 

○議長（小峯聡議長）引き続き、議案を審議致します。日程第８。議案第７２号。

指定管理者の指定について（沼田町デイサービスセンター）を議題と致します。提

案理由の説明を求めます。保健福祉課長。 

○保健福祉課長（小玉好紀課長）はい。議案第７２号。指定管理者の指定について

（沼田町デイサービスセンター）。 公の施設の指定管理者に下記の者を指定するこ

とについて、 地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。

１、施設の名称、沼田町デイサービスセンター。２、指定管理者となる団体の名称、社

会福祉法人沼田町社会福祉協議会。３、指定の期間、５年間、令和４年４月１日から令

和９年３月３１日まで。令和３年１２月１５日提出。町長名でございます。提案理

由を説明致します。沼田町デイサービスセンターにつきましては、現在、社会福祉

法人沼田町社会福祉協議会を管理者として指定しておりますが、令和４年３月３１

日をもちまして、現在の指定管理期間が満了することから、同施設の効果的な運営

を確保するため、引き続き社会福祉法人沼田町社会福祉協議会を管理者として指定

することが、最も適切であるとの判断のもと、これまで同様に当該団体を指定管理

者として提案させていただくものでございます。以上、提案理由の説明と致します。

ご審議のほど、よろしくお願い致します。 

○議長（小峯聡議長）説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

（「なし」の声あり） 
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○議長（小峯聡議長）質疑なしと認め、質疑を終結致します。これより討論に入り

ます。ご意見ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。本案について採決

致します。お諮り致します。第７２号は原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり決定しまし

た。 

 

（一 般 議 案） 

○議長（小峯聡議長）日程第９。議案第７３号。沼田町家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題と致します。

提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。 

○保健福祉課長（小玉好紀課長）はい。議長。議案第７３号。沼田町家庭的保育事

業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について。沼

田町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例を提出する。令和３年１２月１５日提出。町長名でございます。沼田町家庭的

保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。以下、

条文の読み上げを省略し、提案理由を申し上げます。本条例は、児童福祉法に規定

する家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業の

整備及び運営について、厚生労働省令で定める基準に基づき、条例において基準を

定めているものですが、この度、国において、利用者への説明、同意などの記録の

保存等に関する事項について、見直しが行われ、サービス事業者等の業務負担軽減

を図る観点から、これまで書面で行っていたものについて、原則、電磁的方法、い

わゆるメール送信やウェブサイトの活用、これらを認めることとされたことから、

これに準じて条例を改正するものでございます。以上、提案理由の説明と致します。

ご審議のほど、よろしくお願い致します。 

○議長（小峯聡議長）説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）質疑なしと認め、質疑を終結致します。これより討論に入り

ます。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○議長（小峯聡議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。本案について採決

致します。お諮り致します。第７３号は原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり決定しま

した。 

                            

（一 般 議 案） 

○議長（小峯聡議長）日程第１０。議案第７４号。沼田町特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につい

てを議題と致します。提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。 

○保健福祉課長（小玉好紀課長）はい。議長。議案第７４号。沼田町特定教育・保

育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例について。沼田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例を提出する。令和３年１２月１５日提出。

町長名でございます。沼田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例。以下、条文の読み上げを省略し、

提案理由を申し上げます。本条例は、子ども・子育て支援法の規定に基づき、認定

子ども園等の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関して、基準を

定めているものでございますが、デジタル化の推進に伴い、保育所等の事業者が作

成、保存を行うものや、保護者との手続き等に関するもので、書面等によることが

規定されているものについて、電磁的方法による対応も可能である旨の改正が行わ

れたことから、これに基づき、本条例を改正するものでございます。以上、提案理

由の説明とさせていただきます。ご審議のほど よろしくお願い致します。 

○議長（小峯聡議長）説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）質疑なしと認め、質疑を終結致します。これより討論に入り

ます。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。本案について採決

致します。お諮り致します。第７４号は原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（小峯聡議長）ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり決定しま

した。 

                            

（一 般 議 案） 

○議長（小峯聡議長）日程第１１。議案第７５号。令和３年度沼田町一般会計補正

予算についてを議題と致します。提案理由の説明を求めます。総務財政課長。 

○総務財政課長（村中博隆課長）はい。議長。議案第７５号。令和３年度沼田町一

般会計補正予算について。令和３年度沼田町一般会計補正予算を別冊のとおり提出

する。令和３年１２月１５日提出。町長名でございます。別冊の令和３年度沼田町

一般会計補正予算（第１０号）１頁をお開き下さい。令和３年度沼田町一般会計補

正予算（第１０号）。令和３年度沼田町の一般会計の補正予算（第１０号）は、次

に定めるところによる。歳入歳出予算の補正。第１条。歳入歳出予算の総額に歳入

歳出それぞれ８，２６４万３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ５３億８，２８７万円と定める。２項省略させていただきます。令和３年１２月

１５日提出。町長名でございます。９頁をお開き願いたいと思います。歳出でござ

います。２款総務費、１項１目一般管理費、１８節負担金補助及び交付金、１００

万円の減額補正ですが、本年、小矢部市との姉妹都市締結２０年周年を迎える記念

の年であり、記念事業を行う予算を当初予算計上しましたが、コロナ禍での開催を

見合わせたことにより、皆減するものでございます。３目ОＡ管理費、１０節需用

費、５０万円を減額し、１３節使用料及び賃借料、５０万円を増額補正し、予算を

組替えるものですが、働き方改革、事務改善の一環と致しまして、コピー機とプリ

ンター、ファックス機能などが一体となった複合機を試験導入してございます。イ

ンクトナー代などの消耗品費を減額致しまして、複合機使用料に充てるものでござ

いますが、年度途中でありますが前年度と比較し、１００万円ほどの経費節減が図

られていると見込んでございます。１２節委託料、４６４万９千円の補正計上です

が、児童手当システム改修委託料９４万８千円の計上は、本年９月に子ども・子育

て支援法及び児童手当法の一部が改正されたことに伴い、令和４年度１０月支給分

の児童手当より、年収約１，２００万円を超える高額所得者の児童手当特例給付が

廃止されることとなり、法改正に対応するためのシステム改修経費を計上してござ

います。財源は、令和３年度中にシステム改修を行うことで全額補助の対象となる

ことから、子ども・子育て支援事業費補助金を補正額と同額計上してございます。
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次に健康管理システム改修委託料３７０万１千円の補正計上ですが、健康増進事業

実施者に対する健康診査の実施等に関する指針の一部を改正する件という国の指針

によりまして、健診の結果を電子化した情報を市町村間で引き継ぐことができる仕

組みや、マイナンバーと紐づけて、個人がパソコンやスマホで健診結果を確認でき

る仕組みをとることができるようにするためのシステム改修費用を計上してござい

ます。年度内に整備をし、令和４年度から運用開始する予定となっております。財

源は疾病予防対策事業費補助金２２８万円、約６０％の補助率となってございます。

なお、財源充当欄に記載されてございます２６５万８千円との差額、３７万８千円

につきましては、当初予算におきまして計上しておりました番号制度データ標準レ

イアウト改版委託料３２０万８千円に対し３７万８千円の補助金がついたことから、

その分を含めて計上させていただいてございます。２０目移住住宅費、１０節需用

費、１０万円の増額補正ですが、移住促進住宅レジデンス沼田において行っており

ますちょっと暮らし事業において、過去の実績をもとに利用日数を見込み予算計上

してございました。今年度につきましては当初見込みの約２倍近い利用実績があっ

たことから、今後不足が見込まれる光熱水費を増額計上し対応するものでございま

す。３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、１８節負担金補助及び交

付金、高齢者世帯等福祉灯油支給事業、２１８万円を補正計上するものですが、昨

今の燃料費の高騰を鑑み、町民税非課税世帯、均等割のみ課税世帯で公共料金の滞

納等がない高齢者世帯等を対象に、１２月１日現在の実勢価格で１００リットル分

を支給することとして予算計上してございます。財源と致しまして、地域づくり総

合交付金５０万円を計上しております。また、補助金の残部分については今年度の

燃料単価高騰を受け、特別交付税措置の対象となる見込みでございます。４目障が

い者福祉費、２２節償還金利子及び割引料、２８８万円の補正計上ですが、令和２

年度障害者自立支援給付費国庫負担金返還金及び 障害者医療費国庫負担金返還金

につきましては、令和２年度の事業実績確定による補助金の返還金を計上してござ

います。１０頁をお開き下さい。８目健康福祉総合センター費、１４節工事請負費、

２０万７千円を減額補正するものですが、本年度実施した健康福祉総合センターに

係ります工事の執行残を減額計上してございます。財源の振興基金１９万８千円の

減は、屋上防水改修工事に係る減となってございます。２項２目子育て支援費、子

育て世帯への臨時特別給付金、２２節償還金利子及び割引料、４９万円の補正計上

ですが、令和２年度子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金返還金につき
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ましては、昨年度実施致しました新型コロナウイルスの影響を受ける子育て世帯へ

の支援として、令和２年６月給付分の児童手当に１万円を上乗せし支給した分に係

ります事務費の実績確定による返還金として、２９万１千円と障害児入所給付費等

国庫負担金返還金で１９万９千円を計上してございます。その下、子育て世帯等臨

時特別支援事業、３，２６７万６千円の補正計上ですが、現在、国会で議論されて

ございます１８歳以下の児童を養育する年収９６０万円未満の世帯への１０万円の

給付に係る事務費等を計上してございます。なお、本補正予算を可決いただけまし

たら、すぐに準備取り掛かり、年内の支給を目指して実施したいと考えております。

財源につきましては、国庫補助金を補正額と同額計上させていただいてございます。

その下、子育て世帯への臨時特例給付金４８２万１千円の補正計上ですが、今ほど

説明申し上げた国の新型コロナウイルス対策で１８歳以下に給付する子育て世帯臨

時特別給付金について、所得制限、収入によって給付の有無が生じる不公平さを解

消し、地域の宝である子供に差を設けず、町独自の対策として、給付するための経

費を計上しております。財源といたしましては、一旦、財政調整基金で手当をさせ

ていただきまして、現在、国会で審議中ですが、新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金の配分額が確定されたのち、財源振替を行う予定としてございま

すが、ここら辺はまた国の動向が変わり次第対応して参りたいと思います。１１頁

をお開き下さい。４款衛生費、１項３目感染予防対策費、５６６万円の増額補正で

すが、新型コロナウイルスワクチンの３回目接種に向けた準備に係る経費でありま

して、１０節需用費１２万４千円は、ワクチン接種の意向調査に係る用紙、印刷に

係る経費を計上してます。１１節役務費、９２万１千円は、意向調査やワクチン接

種券の発送に係る経費の計上です。１２節委託料、健康管理システム改修委託料で

すが、３回目の接種に対応するためのシステム改修として２７０万１千円、接種券

作成等委託料として１５８万４千円を計上してございます。１３節使用料及び賃借

料、３３万円は、新型コロナウイルスワクチン接種予約システム使用料を計上して

ございます。財源は、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金を補

正額と同額で計上してございます。また、疾病予防対策事業等補助金７６万３千円

の減額につきましては、緊急風疹抗体検査等事業で当初９０万円の補助金を見込ん

でいたところでございますが、実績に応じまして減額整理するものでございます。

９目暮らしの安心センター費、１０節需用費、１２８万１千円の増額補正ですが、

今年度は新型コロナウイルスワクチン接種の会場として使用させていただきました。
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猛暑が続いた影響で会場に大型扇風機を設置し稼働させたこと、またワクチン管理

のため、マイナス８０度の冷凍庫を使用したことから、電気の使用量が大きく伸び

たことに加えまして、燃料単価の高騰により年度末までに燃料費の不足が見込まれ

ることから、燃料費並びに光熱水費をそれぞれ増額計上させていただいてございま

す。財源と致しましては、診療所に係る部分については、面積按分で北海道厚生連

の負担としていることから、厚生連の負担分と致しまして、暮らしの安心センター

管理負担金５８万１千円を計上させていただいてございます。６款農林水産業費、

１項２目農業総務費、１８節負担金補助及び交付金、経営継承・発展支援事業補助

金、３００万円の補正計上ですが、将来にわたって地域の農地利用を担う経営体を

確保するため、国と地方が一体となって担い手の経営を継承し、発展させる取り組

みを支援する制度と致しまして、今年度新たに創設されました。経営継承後の経営

発展に関する計画を策定致しまして、その計画に基づく取り組みに対し、１００万

円を上限として、国と市町村で２分の１ずつ支援する制度となってございます。今

年度ですね、３件の申請がございまして、３００万円を計上させていただいてござ

います。財源は、国の負担分１５０万円計上しておりますが、国負担分につきまし

ては、一般社団法人全国農業会議所を経由した中で町に交付されることから、財源

は国庫補助金ではなく諸収入として計上させていただいてございます。４目農地費、

１２節委託料、嘱託登記委託料、４万８千円の増額補正は、当初見込みより農地の

所有権移転件数が増えたことにより、増額予算計上し対応するものです。財源は、

嘱託登記手数料を補正額と同額で計上させていただいてございます。７目農業総合

対策費、１８節負担金補助及び交付金、沼田町稲作経営継続対策助成事業補助金、

１，９５０万円を補正計上するものですが、水稲を基幹作物とする本町農業におい

て、新型コロナウイルス感染症の影響による業務用米の需要減少に伴う在庫増加に

より、大幅な米価下落の影響を受け、減収が生じ、農家経営環境が悪化してござい

ます。よって、稲作経営を支援し、農業経営安定と再生産体制を図るため、稲作経

営者に対する財政支援として、ファクトリー施設利用に係る経費の一部を助成する

こととし所要額を予算計上してございます。財源は、農業振興金を繰入ることとし

補正額と同額計上してございます。１２頁をお開き下さい。９款消防費、１項１目

消防施設費、１８節深川地区消防組合負担金、７６７万７千円の減額補正ですが、

前年度繰越金の確定と当初予算編成時以降の、職員昇格などによる影響を基に算出

した年度末までの給料、手当、共済費を整理し合わせて補正してございます。１０
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款教育費、１項６目青少年国際交流推進費、ポートハーディ国際交流推進費、４９

８万４千円の減額ですが、全世界で猛威を振るっております、新型コロナの影響で

本年度予定しておりました、ポートハーディへの訪問がかなわず、当初予定してお

りました８節旅費と１８節派遣事業交付金を皆減するものでございます。３項中学

校費、１目学校管理費、１０節需用費、中学校維持管理費、８５万円の増額補正で

すが、燃料単価の高騰によりまして年度末までに燃料費の不足が見込まれることか

ら、燃料費を増額計上してございます。４項社会教育費、５目化石レプリカ工房費、

５５万４千円を増額補正するものですが、地域づくり総合交付金を活用して、化石

レプリカの組立委託業務に係る費用を６月の定例会で補正議決頂き業務を現在行っ

ているところでございます。完成品のお披露目として、来年度の化石体験館オープ

ンに合わせ完成記念講演会を開催することで、道と協議を進めておりましたが 交

付金の制度上、年度内に記念講演会を含めた事業をすべて完了させることとなりま

して、講演会開催に係る経費を計上するものでございます。７節報償費、２７万９

千円は、記念講演会講師謝金を計上してございます。８節旅費、１９万５千円は、

講師の交通費等、費用弁償の計上と、１０節需用費５万５千円は、講演会チラシ印

刷等に係る費用の計上でございます。１３節使用料及び賃借料、２万５千円は講演

会会場使用料を予算計上してございます。財源は、講演会開催追加分として、地域

づくり総合交付金４０万円を増額計上してございます。６目生涯学習総合センター

費、１０節需用費、生涯学習総合センター管理費４９万７千円の増額補正ですが、

燃料単価の高騰により年度末までに燃料費の不足が見込まれることから、燃料費を

増額計上させていただいてございます。１３頁をお開き下さい。８目町民会館費、

１０節需用費、町民会館管理費、３８万６千円の増額補正ですが、燃料費２４万３

千円の増額につきましては、燃料単価の高騰によるもので、修繕料１４万３千円は、

消火栓ポンプユニット修理に係る費用で、火災時に防火水槽からポンプで水を汲み

上げ、スプリンクラーに水を送り初期消火を行うものですが、ポンプユニット配管

接続部から水漏れが発生しているのを発見致しまして、水圧が保たれない状況であ

ることが判明致しました。火災時の初期消火に支障をきたす恐れがあることから、

早急な修理が必要と判断し修繕費用を予算計上するものです。５項３目体育施設費、

１０節需要費、体育施設管理費、５８万２千円の増額補正ですが、燃料費４９万９

千円の増額については、燃料単価の高騰によるもので、修繕料８万３千円は、地下

排水ポンプ取替に係る費用で、地下ピット内の浸透水を排出するポンプが経年劣化
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による故障で作動しておらず、交換費用を予算計上するものです。４目スキー場管

理費、１０節需用費、スキー場管理費、３９万２千円の増額補正ですが、燃料単価

の高騰によるもので、燃料費の不足が見込まれることから、増額計上してございま

す。１２款諸支出金、１項４目振興基金費、２４節積立金、６３万３千円の増額補

正は、南１条１丁目の沼田町が所有する土地の売払収入を振興基金へ積立てるもの

でございます。１４頁をお開き下さい。１３款職員費、１項１目職員費、１，５３

３万２千円の増額補正につきましては、当初予算編成時以降の、職員配置や昇格な

どによる影響を基に算出致しまして、年度末までの給料、手当、共済費を見込み補

正計上するものでございます。７頁へお戻り下さい。７頁、歳入です。１２款地方

交付税、１項１目地方交付税、１，９６６万３千円を増額するものでございます。

今回提案しております歳出予算に特定財源などを充当しても、なお不足する額につ

いて地方交付税を増額致しまして、収支の均衡を図ったものでございます。１５款

使用料及び手数料、２項３目農林水産手数料、４万８千円の増額につきましては、

歳出６款農林水産業費でご説明致しました嘱託登記手数料で歳出補正額と同額の計

上です。１６款国庫支出金、２項１目総務費国庫補助金、子ども・子育て支援事業

補助金９４万８千円の補正増は、歳出２款総務費でご説明致しました、児童手当シ

ステム改修費用の財源として歳入するものです。２目民生費国庫補助金、１節児童

福祉費補助金、３，２６７万６千円の補正増ですが、歳出３款民生費でご説明致し

ました、子育て世帯への臨時特別給付金の給付費及び事務費の財源として歳入する

ものです。３目衛生費国庫補助金、１節保健衛生費補助金、疾病予防対策事業費等

補助金、１８９万５千円の増額は、歳出２款総務費でご説明しました、健康管理シ

ステム改修費用の財源と、歳出４款衛生費でご説明致しました緊急風疹抗体検査等

事業補助金の実績に基づき整理をさせていただいてございます。新型コロナウイル

スワクチン接種体制確保事業費補助金５６６万円の増額補正ですが、歳出４款衛生

費でご説明致しました、３回目のワクチン接種体制確保に係る費用で、歳出補正額

と同額の計上でございます。１７款道支出金、２項２目民生費道補助金、１節社会

福祉費補助金、地域づくり総合交付金５０万円の補正増は、歳出３款民生費でご説

明致しました、福祉灯油支給事業の財源として歳入するもので、補助上限額を計上

してございます。５目教育費道補助金、１節社会教育費補助金、地域づくり総合交

付金、４０万円の増額ですが、歳出１０款教育費でご説明致しました、化石レプリ

カ完成記念講演会の財源として歳入するものです。１８款財産収入、２項１目不動
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産売払収入、６３万３千円の補正増は、歳出１２款諸支出金で説明致しました、町

有地売払収入を計上してございます。８頁をお開き下さい。２０款繰入金、１項１

目財政調整基金繰入金、４８２万１千円の増額補正は、歳出３款民生費でご説明致

しました、子育て世帯への臨時特例給付金の財源として、財政調整基金の繰入実行

について計上してございます。２目振興基金繰入金、１９万８千円の減額は、歳出

３款民生費で説明致しました、健康福祉総合センター屋上防水改修工事に係る減額

です。３目ふるさとづくり基金繰入金１００万円の減額は、歳出２款総務費でご説

明申し上げました、小矢部市との姉妹都市提携２０周年事業取りやめにより減額す

るものです。７目農業振興基金繰入金、１，９５０万円の増額補正は、歳出６款農

林水産業費でご説明した、稲作経営継続対策助成事業の補助金、財源として増額計

上してございます。１１目スコーレセンター基金繰入金、４９８万４千円を減額す

るものですが、歳出１０款教育費でご説明した、ポートハーディ訪問に係る費用を

減額するものです。２２款諸収入、４項５目雑入、３節庁舎等管理負担金、暮らし

の安心センター管理負担金、５８万１千円の増額は、歳出４款衛生費でご説明した、

燃料費など増額分の厚生連負担分を予算計上してございます。１４節雑入、経営継

承・発展支援事業補助金、１５０万円の補正増につきましては、歳出６款農林水産

業費でご説明した、経営継承・発展支援事業補助金の財源として補正計上するもの

です。以上、申し上げまして、提案説明とさせていただきます。ご審議のほど、よ

ろしくお願い致します。 

○議長（小峯聡議長）説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ありま

せんか。はい。久保議員。 

○３番（久保元宏議員）３番久保です。印刷頁で言えば１１頁の衛生費、ワクチン

の３回目についてお尋ねします。恐らく冬の間のワクチン接種になると思うんです

が、交通弱者、冬期間の遠隔地からの住民の送迎ニーズの調査をされて予算付けさ

れたのか、また本件の送迎やタクシーチケットなどの予算化はされているのか、利

用者についての説明を頂きたいと思います。 

○議長（小峯聡議長）はい。保健福祉課長。 

○保健福祉課長（小玉好紀課長）今ご質問あったとおり、３回目のワクチンの接種

ですね。今時期については厚生連と今詰めているところですが、今交通弱者の話ご

ざいました。今回冬ということもありまして、そういったことも踏まえて送迎バス

ですね、そういったことも考えながら今予算組を考えております。実際にですね、

運用する段階で、希望接種、希望をとるんですが、これから多分年明けに皆さんの
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方に通知が行くと思うんですけども、それを基にですね、人数が固まればまたそれ

に応じてどういう対策とるかというのもさらに詳細に検討していきたいと考えてお

ります。 

○３番（久保元宏議員）よろしいです。 

○議長（小峯聡議長）はい。他に質疑ありませんか。はい。高田議員。 

○４番（高田勲議員）４番高田です。子育て世帯への臨時特例給付金か、給付金。

４８２万１千円なんだけども、１０頁の財源の表によると、一般財源になってるん

でないかなっていうふうに思うんですよ。この財源、これだけど財調使うんでしょ。

ですよね。その辺ちょっとどういうふうになってんのかわかんなくて。 

○議長（小峯聡議長）はい。 

○総務財政課長（村中博隆課長）はい。お答えします。財源につきましては、ご説

明したとおり財政調整基金を繰入れることとしてございます。で、財政調整基金に

つきましては一般財源なんで、ここの名称としては記載されないことになります。

はい。 

○議長（小峯聡議長）よろしいですか。他に質疑ありませんか。はい。高田議員。 

○４番（高田勲議員）今回教育委員会関係の燃料費の補正が入ってきてるんですけ

ども、１２頁から始まってきてます。それで、中学校とか学習センターは、大体３

割ぐらい、当初に比べて３割増ぐらいなんですよ。ところが町民会館、体育館につ

いては当初予算に対して６割増、７割増の予算になってる。で、スキー場はちょっ

と冬期間しか使わないのでちょっとこれ分からないですけども、この差はどこから

出てきたのかっていう説明を頂きたい。 

○議長（小峯聡議長）はい。教育課長。 

○教育課長（三浦剛課長） はい。今ほどご質問ございました生涯学習センターと町

民会館につきましては、今回ＬＥＤの電気代で軽減された分を相殺いたしましての

燃料費を増額とさせていただきました。はい。電気代で約生涯学習センターの方で

３５万円ほど。町民会館の方で３０万円ほど電気代が下がったということもござい

まして、その分を本来、はい、その分相殺をさせていただきまして計上させていた

だいてます。 

○４番（高田勲議員）はい。分かった。 

○議長（小峯聡議長）よろしいですか。他に質疑ありませんか。はい。大沼議員。 

○１０番（大沼恒雄議員）今の高田さんが質問したことなんだけれど、例えば今回

中学校は燃料出てるけど小学校は出てませんとかね、それから全体の施設で言えば

燃料高騰の、燃料単価高騰のために出してるんだけれど、出てない施設もあるんだ

けれど、その辺は喰ってないのかな。今の電気単価が安くなったからって話で全部
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済んじゃうんですかね。例えば中学校は出てるけど小学校は出てないとかその辺施

設によって異なってるの。うん。その辺どうですか。総務財政課長答えれたら。 

○議長（小峯聡議長）はい。総務財政課長。 

○総務財政課長（村中博隆課長）それではお答えさせていただきます。その各施設

で出てくる出てこないっていうような話だと思いますが、小学校につきましてはオ

ール電化だったか、電気ですね、ということで今回の燃料の高騰の分については計

上していない状況でございます。それぞれ施設抱えてけれども、ある程度大きな、

例えば役場庁舎等もそうですけれども、まあ当然上がってございます。値段は上が

ってございますけれども、大きな施設でございますんで、ある程度当初予算の中で

余裕を持った中で計上はさせていただいてございます。で、今の段階では間に合う

ような予定となってございまして、今回については計上していないということでご

理解いただければと思います。 

○１０番（大沼恒雄議員）はい。議長。 

○議長（小峯聡議長）はい。大沼議員。 

○１０番（大沼恒雄議員）えがおもそしたら一緒の考え方でいいのかな。というこ

とと、なんたっけ、ワクチンの関係でね、暮らしの安心センター、燃料と光熱費が

上がりました。で、ワクチンを保存するためにかかったって話の説明だったんだけ

れど、これ例えば国からの補填とかそういったものはこういうものに対して一切な

いんですか。需用費に関して。 

○議長（小峯聡議長）はい。保健福祉課長。 

○保健福祉課長（小玉好紀課長）はい。今ほどワクチンの関係でかなり電気代が増

えたと、実際そうなんですけども、これを例えばワクチンがない状態とワクチンあ

った状態でこの年の天候と比べた時に、電気料金がそれでいつからだっていう正確

なものを出すのが非常に難しいということもありまして、これに対する補助という

のは中々厳しいのかなというふうに考えております。はい。あと病院でワクチンて

話もありましたけれども、病院側じゃなくて待機場所にでっかい扇風機を置いたり

とか、そういったものも全部含めての金額となりますので、そういった意味でもち

ょっと色分けのするのが難しいかなというふうには考えております。 

○議長（小峯聡議長）はい。大沼議員。 

○１０番（大沼恒雄議員）使ったのは分かるけれど、そういったものに対して全然

国は補助は全然する気はないちゅうか、そういう話は出てないんですか。というこ

と。全部これ一般財源で全部賄えっていう指示なんですか。 

○議長（小峯聡議長）はい。保健福祉課長。 

○保健福祉課長（小玉好紀課長）一応国からコロナワクチンの関係では、接種体制

の維持確保事業ということで、そういった補助金はあるんですけれども、その中に
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電気料金とかそういった項目は入っていませんので、恐らく補助対象にはならない

という理解でいいかなというふうに思います。 

○議長（小峯聡議長）よろしいですか。 

○１０番（大沼恒雄議員）えがおは。えがおは同じ考え方。えがおの燃料費はかか

ってないの。 

○保健福祉課長（小玉好紀課長）はい。 

○議長（小峯聡議長）はい。保健福祉課長。 

○保健福祉課長（小玉好紀課長）はい。えがおもですね、現状、今のところ足りる

予定ということで、今回補正計上させていただいてないというのが現状でございま

す。 

○議長（小峯聡議長）よろしいですか。他に質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）質疑なしと認め、質疑を終結致します。これより討論に入り

ます。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。本案について採決

致します。お諮り致します。議案第７５号は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり決定しま

した。 

                            

（一 般 議 案） 

○議長（小峯聡議長）日程第１２。議案第７６号。令和３年度沼田町国民健康保険

特別会計補正予算についてを議題と致します。提案理由の説明を求めます。保健福

祉課長。 

○保健福祉課長（小玉好紀課長）はい。議長。議案第７６号。令和３年度沼田町国

民健康保険特別会計補正予算について。令和３年度沼田町国民健康保険特別会計補

正予算を、別冊のとおり提出する。令和３年１２月１５日提出。町長名でございま

す。別冊の令和３年度沼田町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）、１頁をお開

き下さい。令和３年度沼田町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）。令和３年度

沼田町の国民健康保険特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。第１条。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ、６万４千

円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ５億８８１万８千円と定め
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る。２項省略させていただきます。令和３年１２月１５日提出。町長名でございま

す。 

（「説明省略」の声あり） 

ご審議のほど、よろしくお願い致します。 

○議長（小峯聡議長）説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）質疑なしと認め、質疑を終結致します。これより討論に入り

ます。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。本案について採決

致します。お諮り致します。議案第７６号は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり決定しまし

た。 

                           

（会議時間の延長） 

○議長（小峯聡議長）ここで議長より終了時間の延長について宣告致します。本日

の会議はすべての日程が終了するまで延長したいと思います。 

 

（一 般 議 案） 

○議長（小峯聡議長）日程第１３。議案第７７号。令和３年度沼田町公共下水道特

別会計補正予算についてを議題と致します。提案理由の説明を求めます。建設課長。 

○建設課長（瀧本周三課長）議長。議案第７７号。令和３年度沼田町公共下水道特

別会計補正予算について。令和３年度沼田町公共下水道特別会計補正予算を別冊の

とおり提出する。令和３年１２月１５日提出。町長名でございます。別冊の令和３

年度沼田町公共下水道特別会計補正予算（第２号）の１頁をお開き下さい。令和３

年度沼田町公共下水道特別会計補正予算（第２号）。令和３年度沼田町の公共下水

道特別会計の補正予算（第２号）は次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正。

第１条。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５６６万２千円を追加し、歳入歳

出の総額を歳入歳出それぞれ１億８，７５４万３千円と定める。２項を省略させて

いただきます。令和３年１２月１５日提出。町長名でございます。 

（「説明省略」の声あり） 

ご審議のほど、よろしくお願い致します。 
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○議長（小峯聡議長）説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）質疑なしと認め、質疑を終結致します。これより討論に入り

ます。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。本案について採決

致します。お諮り致します。議案第７７号は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり決定しま

した。 

 

（一 般 議 案） 

○議長（小峯聡議長）日程第１４。議案第７８号。令和３年度沼田町水道事業会計

補正予算についてを議題と致します。提案理由の説明を求めます。建設課長。 

○建設課長（瀧本周三課長）議長。議案第７８号。令和３年度沼田町水道事業会計

補正予算について。令和３年度沼田町水道事業会計補正予算を別冊のとおり提出す

る。令和３年１２月１５日提出。町長名でございます。別冊の令和３年度沼田町水

道事業会計補正予算（第２号）の１頁をお開き下さい。令和３年度沼田町水道事業

会計補正予算（第２号）。第１条。令和３年度沼田町の水道事業会計の補正予算（第

２号）は次に定めるところによる。業務の予定量。第２条。予算第２条第４号を次

のように改める。（４）。主要な建設改良事業費、３，７７２万円。資本的収入及

び支出。第３条。予算第４条本文中括弧書中、１，０６６万７千円を１，０７２万

７千円に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。収入の第１款、

資本的収入１，０５０万の増額補正は、第１項企業債において１，０５０万を増額

補正するものであります。支出の第１款、資本的支出１，０５６万円の増額補正は、

第１項建設改良費において１，０５６万円を増額補正するものであります。継続費。

第４条。継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。第１款資本的支出。第

１項建設改良費において、総額２，６４０万円による国道２７５号線（西町）排水

管改修工事を継続費により実施するものとし、年割額を令和３年度１，０５６万円、

令和４年度１，５８４万円と定めるものであります。２頁をお開き下さい。企業債。

第５条。予算第５条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。起債の目的。排水

設備改良工事に係る起債限度額２，３００万円を３，３５０万円に改めるものであ

ります。令和３年１２月１５日提出。町長名でございます。今回の補正は、令和３
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年度の水道事業会計当初予算の資本的支出において実施していた国道２７５号線、

西町を横断する排水管の漏水に伴う改修工事の設計業務が完了したことから、早期

の改修に向け、工事に要する所要額を補正予算として計上させていただくとともに、

部材の調達などに相当の期間を要することから、令和３年度から令和４年度までの

２ヶ年による継続事業として実施させていただく継続費の設定と、財源となる企業

債の限度額の増額補正をさせていただくことが主な内容でございます。７頁をお開

き下さい。下段の資本的支出について説明致します。資本的支出。１款資本的支出、

１項１目排水設備改良費、１，０５６万円の増額補正につきましては、令和２年度

の降雪後にですね、入りまして発生をしました国道２７５号線西町を横断する排水

管の漏水修繕に向け、実施していた設計業務が完了致しましたので、早期改修に向

け工事に要する経費を増額補正するものであります。使用する部材の調達など、相

当の期間が必要となるため、令和３年度から令和４年度までの２ヶ年による継続事

業とさせていただき、総額２，６４０万円のうち、令和３年度に１，０５６万円の

執行を見込んでいるところであります。なお、充当財源につきましては、企業債、

１，０５０万円を予定しております。続きまして上段の資本的収入について説明致

します。資本的収入。１款資本的収入、１項１目企業債、１，０５０万円の増額補

正につきましては、先ほど資本的支出でご説明致しました国道２７５号線西町排水

管改修工事の財源として増額補正するものであります。なお、資本的収入が資本的

支出に対し生じる不足額につきましては、過年度分の損益勘定、充当資金等で補填

させていただきます。以上、提案説明とさせていただきます。ご審議のほど、よろ

しくお願い致します。 

○議長（小峯聡議長）説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）質疑なしと認め、質疑を終結致します。これより討論に入り

ます。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。本案について採決

致します。お諮り致します。議案第７８号は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり決定しま

した。 

 

（人 事 案 件） 
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○議長（小峯聡議長）日定第１５。同意第３号。固定資産審査委員会委員の選任に

ついてを議題と致します。提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（横山茂町長）はい。議長。同意第３号。固定資産評価審査委員会委員の選

任につき議会の意見を求めることについて。現評価審査委員であります大西晴彦氏

の任期が令和３年１２月２４日もって任期満了となりますので、地方税法第４２３

条第３項の規定によって、議会の同意を求めるものであります。推薦する方は、住

所が沼田町字東予４０４番地。氏名、大西晴彦氏。生年月日、昭和３８年１１月２

１日生まれ。５８歳です。現在４期目の委員としてご活躍をいただいており、識見、

人格ともにまさに適していますので、再任として提案を申し上げます。令和３年１

２月１５日提出。町長名です。どうぞよろしくお願いを致します。 

○議長（小峯聡議長）説明が終わりました。お諮り致します。本案は人事案件であ

りますので、質疑、討論を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）ご異議なしと認めます。よって本案の質疑、討論は省略する

ことに決定しました。本案について採決致します。お諮り致します。同意第３号は

同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）ご異議なしと認めます。よって本案は同意することに決定し

ました。 

 

（人 事 案 件） 

○議長（小峯聡議長）日程第１６。同意第４号。固定資産評価審査委員会委員の選

任についてを議題と致します。提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（横山茂町長）はい。議長。同意第４号。固定資産評価審査委員会委員の選

任につき議会の意見を求めることについて。現評価審査委員であります生田忠幸氏

の任期が令和３年１２月２４日をもって任期満了となりますので、地方税法第４２

３条第３項の規定によって、議会の同意を求めるものであります。推薦する方は、

住所が沼田町字北竜２０７番地４２。氏名、生田忠幸氏。生年月日、昭和３１年７

月１日生まれ。６５歳です。現在２期目の委員としてご活躍をいただいており、識

見、人格ともにまさに適していますので、再任として提案を申し上げます。令和３

年１２月１５日提出。町長名です。どうぞよろしくお願いを致します。 

○議長（小峯聡議長）説明が終わりました。お諮り致します。本案は人事案件であ

りますので、質疑、討論を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（小峯聡議長）ご異議なしと認めます。よって本案の質疑、討論は省略する

ことに決定しました。本案について採決致します。お諮り致します。同意第４号は

同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）異議なしと認めます。よって本案は同意することに決定しま

した。ここで、暫時休憩を致します。 

午後 ５時０６分 休憩 

 

午後 ５時０７分 再開 

（議事日程の追加） 

○議長（小峯聡議長）再開致します。議事日程の追加についてお諮り致します。只

今、陳情１件が追加案件として提出されました。この際、これを日程に追加したい

と思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）異議なしと認めます。よって陳情第６号、地球温暖化、海水

温上昇に伴う水産漁業被害の解明と支援策を求める意見書提出を求める陳情につい

てを日程第１７として追加することに決定しました。 

 

（陳情の審議） 

○議長（小峯聡議長）日程第１７。陳情第６号。地球温暖化、海水温上昇に伴う水

産漁業被害の解明と支援策を求める意見書提出を求める陳情についてを議題と致し

ます。お諮り致します。本陳情については会議規則第９２条第２項の規定により、

委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）異議なしと認めます。よって、陳情第６号は委員会付託を省

略することに決定しました。直ちに審議に入ります。お諮り致します。この際、討

論を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）異議なしと認めます。よって、討論を省略することに決定し

ました。お諮り致します。陳情第６号は採択すべきものと決定することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）異議なしと認めます。よって、本陳情は採択すべきものと決

定しました。ここで暫時休憩を致します。 

午後 ５時０９分 休憩 
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午後 ５時１０分 再開 

（議事日程の追加） 

○議長（小峯聡議長）再開致します。議事日程の追加についてお諮り致します。先

ほど採択されました陳情に伴う意見書案１件が追加案件として提出されました。こ

れを日程に追加し議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）ご異議なしと認めます。よって、意見案第９号。地球温暖化、

海水温上昇に伴う水産漁業被害の解明と支援策を求める意見書案についてを日程第

１８として追加することに決定しました。 

 

（意見案の審議） 

○議長（小峯聡議長）日程第１８。意見案第９号。地球温暖化、海水温上昇に伴う

水産漁業被害の解明と支援策を求める意見書案についてを議題と致します。お諮り

致します。この際、討論を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）ご異議なしと認めます。よって討論を省略することに決定し

ました。お諮り致します。本案は原案のとおり関係機関に提出することに決定して

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）異議しと認めます。よって、本案は原案のとおり関係機関に

提出することに決定しました。 

 

（閉 会 宣 言） 

○議長（小峯聡議長）以上で、本定例会に付議された案件はすべて終了しました。

これにて、令和３年第４回沼田町会定例会を閉会致します。ご苦労様でした。 

午後 ５時１１分 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 




